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令 和 ５ 年 1 2 月 ５ 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 齊 藤 了 介 志 誠 会

（ ）２番 永 山 敏 郎 県 民 連 合 立 憲

（ ）３番 今 村 光 雄 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）４番 工 藤 隆 久 同

（ ）５番 内 田 理 佐 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 川 添 博 同

（ ）７番 荒 神 稔 同

（ ）８番 福 田 新 一 同

（ ）９番 本 田 利 弘 同

（ ）10番 山 内 同いっとく

（ ）11番 山 口 俊 樹 同

（ ）12番 下 沖 篤 史 同

（ ）13番 濵 砂 守 同

（ ）14番 黒 岩 保 雄 緑 風 会

（ ）15番 脇 谷 のりこ 親 和 会

（ ）16番 松 本 哲 也 県 民 連 合 立 憲

（ ）17番 山 内 佳菜子 同

（ ）18番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）19番 西 村 賢 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 二 見 康 之 同

（ ）21番 後 藤 哲 朗 同

（ ）22番 山 下 寿 同

（ ）23番 野 﨑 幸 士 同

（ ）24番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）25番 安 田 厚 生 同

（ ）26番 日 髙 利 夫 同

（ ）27番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（日本共産党宮崎県議会議員団）28番 前屋敷 恵 美

（ ）29番 井 本 英 雄 自 民 党 同 志 会

（ ）30番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 立 憲

（ ）31番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 武 田 浩 一 同

（ ）34番 山 下 博 三 同

（ ）35番 日 髙 陽 一 同

（ ）36番 丸 山 裕次郎 同

（ ）37番 中 野 一 則 同

（ ）38番 外 山 衛 同

（ ）39番 日 高 博 之 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 佐 藤 弘 之

総 合 政 策 部 長 重黒木 清

政 策 調 整 監 田 中 克 尚

総 務 部 長 吉 村 達 也

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 川 北 正 文

環 境 森 林 部 長 殿 所 大 明

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 原 口 耕 治

会 計 管 理 者 長 倉 佐知子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

総務部参事兼財政課長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 平 居 秀 一

代 表 監 査 委 員 川 野 美奈子

人事委員会事務局長 田 村 伸 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 鬼 川 真 治

議 事 課 長 福 島 久 大

政 策 調 査 課 長 牧 浩 一

議 事 課 長 補 佐 佐 藤 亮 子

議 事 担 当 主 幹 弓 削 知 宏

議 事 課 主 任 主 事 上 園 祐 也

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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議案第33号から第45号まで追加上程◎

これより本日の会議を開き○日高博之副議長

ます。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託でありますが、お手元に配

付のとおり、知事から議案第33号から第45号ま

での各号議案の送付を受けましたので、これら

を日程に追加し、議題とすることに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ございませんので、○日高博之副議長

そのように決定いたしました。

議案第33号から第45号までの各号議案を一括

上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○日高博之副議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

ただいま提案いたしました議案の御説明に先

立ち、家畜伝染病について御報告を申し上げま

す。

まず豚熱については、９月５日に九州全域が

ワクチン接種推奨地域に設定されたことを受

け、本県では、熊本・鹿児島両県と足並みをそ

ろえ、９月27日からワクチンの接種を開始しま

した。

この間、ワクチン接種実施者の養成を当初の

予定より前倒しで進めるなどした結果、初回接

種が必要な311農場、約72万頭全てに対し、11

月30日までに家畜防疫員等によるワクチン接種

や認定農場に対するワクチンの交付を完了する

ことができました。

今後は、母豚や新たに生まれてくる子豚に対

し、継続的にワクチンを接種するとともに、ワ

クチンの効果を確認するための抗体検査を定期

的に実施してまいります。

一方、高病原性鳥インフルエンザについて

は、現在、隣の鹿児島県を含め、全国各地の農

場で発生するとともに、日南市において野生の

カモの感染疑いが確認されるなど、県内農場で

も発生リスクが高まっております。

このため、これらの家畜伝染病の農場への侵

入防止に向けて、関係団体等と緊密に連携し、

対策をさらに強化するなど、危機感を持って取

組を進めてまいります。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

概要について御説明申し上げます。

今回、追加提案しました議案は、国の総合経

済対策に係る補正予算等に対応するもの、並び

に県人事委員会の勧告等を踏まえた一般職及び

特別職の給与改定等を行うものであります。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計が349億111万2,000円、特

別会計が192万8,000円、公営企業会計が８

億4,738万7,000円であります。この結果、一般

会計の予算規模は7,358億7,641万2,000円となり

ます。

今回の補正予算案による一般会計の歳入財源

は、分担金及び負担金６億7,133万2,000円、国

庫支出金188億5,500万8,000円、繰入金30

億1,837万9,000円、諸収入７億4,409万3,000

円、県債116億1,230万円であります。

続きまして、今回の一般会計補正予算案に計

上した主な事業の概要について説明いたしま

す。

今回、国の補正予算に対応する事業は、物価

高対策、所得向上対策及び国土強靱化対策等の

令和５年12月５日(火)
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公共事業の３つの柱で構成しております。

初めに、物価高対策の主な事業についてであ

ります。

まず、「宮崎県ＬＰガス料金負担軽減事業」

は、ＬＰガス使用世帯に対して、使用料上昇の

影響を軽減するため、支援を行うものでありま

す。

また、「医療・福祉分野における食材料費高

騰対策緊急支援事業」は、食材料費高騰の影響

を受ける医療機関、社会福祉施設等に支援金を

給付するものであります。

そのほか、農畜水産業や交通・物流分野等に

おける価格高騰対策の既定予算につきまして

も、追加で予算措置を講じております。

次に、所得向上対策の主な事業についてであ

ります。

まず、「介護職員等処遇改善事業」は、医

療、介護、障がい福祉分野などで働く介護職員

等の賃上げを令和６年２月から実施するための

費用を対象施設等に補助するものであります。

また、「障がい者就労施設工賃向上実現事

業」は、障がい者が働く県内全ての就労継続支

援Ｂ型事業所を対象に、その工賃向上に資する

設備投資への補助等を行うものであります。

続いて、国土強靱化等対策についてでありま

す。

こちらは、道路や河川、砂防、港湾等の整備

や農地防災、山地治山などの事業を通じて、県

土の強靱化を図るものであります。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第42号及び第43号は、県職員及び市町村

立学校職員の給与を改定するため、関係条例の

改正を行うものであります。

議案第44号は、特別職の期末手当の支給月数

を改定するため、関係条例の改正を行うもので

あります。

議案第45号は、会計年度任用職員に令和６年

６月期から勤勉手当を支給するため、関係条例

の改正を行うものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。議員の皆様におかれ

ましては、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○日高博之副議長

た。

一般質問◎

ただいまから一般質問に入○日高博之副議長

ります。まず、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○重松幸次郎議員

ございます。公明党宮崎県議団の重松幸次郎で

す。通告に従い質問を行いますので、知事をは

じめ、関係部長の明確な御答弁をお願いいたし

ます。

先月15日に、公明党の創立者である池田大作

名誉会長が御逝去されました。我が党の山口那

津男代表が謹んで哀悼の意を表し、ここでその

談話の一部を簡潔に申し上げます。

「公明党の結党に先立ってお示しいただいた

「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆

の中に死んでいく」という指針は、党の立党精

神として今もなお生き続けており、全国3,000人

近い議員の骨身にしみて浸透しております。こ

れを現代に展開し、「小さな声を聴く力」とい

うキャッチフレーズとして実践し、こうした公

明党のスタイルを進化させながら、国民の期

待、そして創立者の恩に報いてまいりたい」と

述べられました。

公明党宮崎県議団の議員一同、この「大衆と
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ともに」の立党精神をしっかりと受け継いで、

県勢発展のため、また、県民の生活の安定と福

祉の向上のため、新たな気持ちでスタートして

まいります。

それでは質問に入ります。

初めに、令和６年度当初予算の概要について

伺います。

頂いた説明資料にも「令和６年度は２年目と

なる総合計画アクションプランの積極的な展開

を図りながら、施策を重点的に推進していく」

とありましたが、一方で、「優先度の高い事業

の推進には多額の財政負担が見込まれるため、

財政の健全化を図りながら予算編成を行う」と

ありました。後ほど確認させていただきます

が、物価や燃油高の対策、生活者支援などの緊

急を要する支出にも、適時に予算措置を図り、

事業の推進をバランスよく取っていただきたい

と思います。

そこでまず、令和６年度の当初予算の編成に

ついての基本的な考え方を知事に伺います。

あわせて、具体的に重点施策の推進方針の概

要について、総合政策部長に伺います。

以上を壇上からの質問とし、以下の質問は質

問者席から伺います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。令和６年度当初予算の編成についてであり

ます。

来年度の当初予算につきましては、引き続き

健全な財政運営を維持しつつ、人口減少対策、

国土強靱化対策をはじめとする本県の諸課題に

的確に対応し、県民生活や地域経済の早期再生

と、将来を見据えた新たな成長活力の創出に向

けて、積極的に編成してまいります。

このため、県民生活や地域経済の早期再生を

目指す宮崎再生につきましては、宮崎再生基金

の活用により、日本一挑戦プロジェクトについ

ては、新たな基金を設置し、あらかじめ財源を

確保した上で、重点的かつ着実に取り組んでま

いります。

また、公共施設等の老朽化対策など、多額の

財政負担が見込まれる事業は、将来にわたる負

担の平準化を図るため、総額の抑制及び計画的

な予算計上を行います。

さらに、事業構築に当たりましては、限られ

た財源を有効に活用し、施策の効果を最大限発

揮するため、新規・改善事業にＫＰＩ（重要業

績評価指標）を設定し、いわゆるＰＤＣＡサイ

クルをしっかり回していくことにより、予算の

質を高める取組を進めてまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（重黒木 清君）

答えします。重点施策の推進方針の概要につい

てであります。

この方針は、急速な少子高齢・人口減少に加

えて、物価高騰やデジタル化・脱炭素化への対

応などの様々な課題に対応するため、来年度、

特に力を入れる施策を掲げたもので、２つの柱

で構成しております。

１つ目は「日本一挑戦プロジェクトの本格展

開」であり、本県が優位にある３つの分野にお

いて、その強みをさらに伸ばす施策を展開し、

県政の新たな成長につなげてまいります。

２つ目は「宮崎再生の着実な推進と次なる成

長活力の創出」であり、まずは物価高対策など

県民生活・経済活動の回復や、さらなる交流拡

大等により、早期の宮崎再生を図るとともに、

人口減少下においても、安心と活力ある社会に

向けて、先端技術等の活用による暮らしの維持

や産業の活性化などに取り組んでまいります。

以上であります。〔降壇〕
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それぞれに御答弁いただ○重松幸次郎議員

き、ありがとうございました。

本県が抱える課題に的確に対応し、将来を見

据えた新たな成長活力の創出に向けた優先度の

高い施策を積極的に推進することを期待いたし

ます。

次に、国の総合経済対策について何点か伺い

ます。

デフレ完全脱却のための総合経済対策の裏づ

けとなる2023年度補正予算は、先月29日に参院

本会議で成立しました。一般会計の歳出予算額

は13兆1,992億円で、公明党の主張が随所に反映

されており、物価高を上回る持続的な賃上げ実

現や、困窮する生活者の支援に向けた対策を加

速させる狙いであります。

そして、先ほど追加補正予算が上程されまし

た。国の総合経済対策について、地方としてど

のように評価し、取り組んでいくのか、知事の

お考えを伺います。

国の総合経済対策につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、全国知事会が要望しておりました

エネルギー価格の負担軽減、中小企業等の賃上

げ支援、国土強靱化の推進などが盛り込まれた

ことに加え、地域の実情に応じた対策を機動的

に講じるための重点支援地方交付金の追加や、

地方交付税の増額等を行うとされたことを評価

しております。

その上で、地方としても、事業の早期執行に

向けて各自治体での予算化に努め、政府と一丸

となり、社会・経済活動の活性化に向けて総力

を挙げて取り組む必要があると考えておりま

す。

本県としましても、物価高に苦しむ県民や事

業者の皆様が安心できるような対策を一刻も早

く講じることが喫緊の課題であると認識してお

り、重点支援地方交付金等を活用した事業につ

いて、本日、追加提案させていただいたところ

であります。

今後も市町村とも連携を図りながら、まずは

経済対策の早期執行に努め、しっかりと宮崎再

生を推進してまいります。

おっしゃるとおり、物価高○重松幸次郎議員

に苦しむ県民や特に生活困窮者、そして事業者

の皆様が安心して元の生活を取り戻せるように

対策を講じることが必要だと考えます。

本年３月にも措置されました、地域の実情に

応じた自由度の高い地方創生臨時交付金のよう

な実効性のある今回の重点支援地方交付金を、

市町村と連携を図りながら、速やかに進めてい

ただきますよう要望いたします。

それでは、その内容について個別に伺います

が、今年度、中小企業者向けに実施している物

価高・原油高に対する対策について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

物価高○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

・原油高に伴う生産コストの上昇、利益の圧迫

により、中小企業者は引き続き厳しい状況に置

かれています。

このような状況に対応するため、県では、省

力化のための設備改修や新事業展開等に要する

経費の補助などにより、事業者の収益力や生産

性向上に向けた取組を支援しております。

また、運転資金の確保が必要となった場合に

は、県融資制度によるつなぎ融資を実施すると

ともに、事業者の経営改善を支援するため、金

融機関等の支援機関や専門家による伴走支援の

強化を図っております。

さらに、コスト上昇分を適正に価格転嫁でき

る機運を醸成するため、「価格転嫁の円滑化に

関する協定」に基づく取組を進めているところ
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であります。

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

現在、県が実施している中小企業者向けの支

援については、今、答弁いただきましたが、コ

ロナ禍と併せて、エネルギーや物価高騰の影響

を受けやすい製造業に対しては、どのような支

援をされているのでしょうか。県内製造業への

物価高騰に対する支援について、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

物価高○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

騰等の影響は、県内製造業においても大変厳し

いものがあります。このため、本年６月補正予

算において、「ものづくり企業物価高騰対策設

備等改修支援事業」を措置し、省力化や自動

化、生産性向上に向けた設備改修に必要な経費

を支援しております。

具体的には、製造工程の省力化に向けたロ

ボットの導入や少人数生産のためのラインの一

元化などに有効活用されており、募集期間終了

後も支援を求める多くの相談があったことを踏

まえ、これらのニーズに速やかに対応するた

め、本定例会で追加の予算措置をお願いしたと

ころであります。

本事業を通じ、生産性向上に向けた企業の前

向きな取組を支援し、県内製造業の振興にしっ

かりと取り組んでまいります。

先ほどの中小企業各社全般○重松幸次郎議員

に言えることでありますが、物価高騰による価

格転嫁や人材確保のための賃上げの実行など、

厳しい経営判断を余儀なくされていると思われ

ますので、商工業の関係団体とも連携しなが

ら、支援のほど、よろしくお願いいたします。

一方で、低所得者やひとり親家庭など、日々

の暮らしに困窮されている方をはじめ、物価高

に直面している生活者の支援も重要だと思いま

す。

追加補正予算案における生活者支援の内容と

予算額について、総務部長にお伺いいたしま

す。

今回の追加補正予○総務部長（吉村達也君）

算案には、物価高対策のうち、生活者支援とし

て７億4,000万円余を計上しております。

具体的には、ＬＰガスを使用する約32万戸を

対象とした使用料金上昇の影響を軽減する事業

に６億7,200万円、また、６月補正予算で１

億5,000万円措置した省エネ性能の高い冷蔵庫や

エアコンの購入を支援する事業の6,900万円の増

額などであります。

これらの事業については、補正予算成立後、

早期に執行するとともに、これまで措置してき

たプレミアム付商品券や、特別支援学校をはじ

め、県立学校の給食費及び私立学校を含む生徒

寮の寮食費への支援などの事業も着実に実施す

ることにより、生活者に寄り添った支援を行っ

てまいります。

まさにタイムリーな補正予○重松幸次郎議員

算の上程、ありがとうございます。事業者支援

と併せ、生活者支援についても早期に執行され

ますよう要望いたします。

次は、健康・福祉行政について質問いたしま

す。

初めに、盲聾者等への支援についてです。

先週１日の本会議では、山内佳菜子議員が聴

覚障がい者における手話言語条例の現状や、手

話通訳士（者）の確保等について質問されてお

り、さらに聴覚障がいのみならず、全ての障が

い者への生きる希望となる支援を訴えられまし

た。全く同感でございます。

本年９月に、我が党の吉田久美子衆議院議

員、県議の私と市会議員の３名とで、宮崎市内
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にあるＮＰＯ法人宮崎県盲ろう者友の会を訪問

し、井上代表理事様や事務局、介護員の方々と

懇談させていただきました。

盲聾者は目と耳の両方に障がいのある人のこ

とで、頂いた友の会のリーフレットには、「盲

ろう者は視覚と聴覚の両方に障害があるため、

日常生活や社会生活を営む上で、大きな困難を

抱えています。音もなく、光もない世界。「永

遠に続く静かな夜に閉じ込められた」「突然宇

宙に放り出されたよう」と表現する盲ろう者も

います」とありました。

こうした盲聾者は、見えない、見えにくい、

聞こえない、聞こえにくいという４つのタイプ

があり、日本にも少なくとも１万4,000人いると

され、宮崎県内には190名ほどいらっしゃるそう

ですが、実は盲聾という障がいは、日本の法

律、身体障害者福祉法上の規定はなく、そのた

め、現状では、身体障害者手帳に目（視覚）と

耳（聴覚）の両方の障がいが記載されている人

のことを盲聾者と定義されています。

盲聾者として世界的に有名な人としては、ヘ

レン・ケラーが挙げられますが、日本でも世界

で初めて全盲聾にして東京大学の教授となった

福島智さんがいらして、その御本人がモデルと

なった「桜色の風が咲く」の映画が昨年11月に

公開されました。御覧になられた方もいらっ

しゃるでしょう。私もユーチューブで視聴いた

しましたので、少しだけあらすじを紹介しま

す。

この映画は、福島智さんの幼少期から大学受

験までが描かれ、難病で視力と聴力を高校生ま

でに完全に失ってしまいます。暗闇と無音の世

界で、孤独にさいなまれる智さんに希望を与え

たのは、母親の令子さんが彼との日常から考案

した指点字 点字タイプライターのキーを打―

つ要領で相手の指をタップする方法 であ―

り、これでコミュニケーションを図ることがで

き、ここから智さんの人生が大きく開花してい

く内容です。

この指点字は、現在は盲聾者のコミュニケー

ションの手段の一つとなっております。盲聾者

の方は、他者との語らい、１人での移動、情報

の入手の３つに特に困難を感じておられます。

そこで質問です。県内における盲聾者等への

支援の状況について、福祉保健部長にお伺いし

ます。

県では、盲聾○福祉保健部長（川北正文君）

者を支援する通訳・介助員の養成研修や派遣を

実施しており、昨年度、養成研修につきまして

は８名の方が修了し、派遣につきましては、34

件実施しております。

また、視覚障がいのある方への支援として、

点訳・朗読奉仕員などの養成のほか、県立視覚

障害者センターにおいて、点字図書の貸出し等

を行っております。

聴覚障がいのある方への支援としては、手話

通訳者などの養成や派遣のほか、県立聴覚障害

者センターにおいて、字幕つき映像作品の貸出

し等を行っております。

県としましては、関係団体等と連携しなが

ら、引き続き、盲聾者等の支援に取り組んでま

いります。

ありがとうございます。○重松幸次郎議員

通訳・介助員は、盲聾者と社会をつなぐかけ

橋であり、大切な存在であることを伺いまし

た。盲聾者をはじめとする障がい者は、日常生

活、社会生活を営む上で困難を抱えていますの

で、全ての障がい者支援をよろしくお願いいた

します。

次に、関連しまして、障がい者が円滑に情報
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を取得・利用し、意思疎通していけるよう、国

や自治体を挙げて取組を進めるための「障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施

策推進法」が昨年の５月に施行されました。

視覚に障がいのある方が、印刷物を読めな

い、読みにくいことを解決するために、バリア

（障がい）を取り除く手だてとして、日常生活

の中で「読める」をもっと当たり前にすること

ができるのが、日本視覚障がい情報普及支援協

会、通称ＪＡＶＩＳが開発した音声コード「Ｕ

ｎｉ－Ｖｏｉｃｅ（ユニボイス）」リーダーア

プリです。今回は、その音声コードの活用を提

案いたします。

操作は簡単で、誰でも無料でダウンロードで

きるＵｎｉ－Ｖｏｉｃｅアプリを取り込み、印

刷物の右下に半円形で５ミリほどの切り欠き加

工がついておりますＱＲコードに似た「ユニボ

イスコード」を読み取ると、印刷物の内容・情

報を音声で伝えてくれます。音声コードは800文

字ものテキストが格納されております。

現在、ねんきん定期便、マイナンバー通知

カード、水道料金検針票といった通知物など、

様々な場面で活用されています。

Ｕｎｉ－Ｖｏｉｃｅは20言語の多言語対応が

可能で、観光や防災の分野でも活用されてお

り、視覚障がいのある方だけでなく、高齢者や

日本語を理解できない外国籍市民の情報アクセ

シビリティーの向上にもつながるものです。

このような音声コードの活用は、県をはじ

め、各市町村でも活用を進めることは有効だと

思います。

そこで、音声コードの活用について県はどの

ように考えるのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

音声コードに○福祉保健部長（川北正文君）

つきましては、視覚障がいのある方に対し、刊

行物により県政情報を発信するに当たって、非

常に有効な手段であると考えております。

本県におきましては、障がい福祉分野におけ

るパンフレット等において、音声コードを活用

しているところであり、今後とも、視覚障がい

のある方が県政に関する情報を円滑に取得でき

るよう、障がい福祉をはじめとする県政の様々

な分野で作成する刊行物において、音声コード

のさらなる活用促進を図ってまいります。

県の福祉分野では既に活用○重松幸次郎議員

されているということで、私も先日、県立視覚

障害者センターに行ってまいりました。印刷物

には、このＵｎｉ－Ｖｏｉｃｅもやっぱりしっ

かりとついておりました。

それでは、続いて、改正障害者差別解消法が

来年４月に施行されますが、これは行政機関と

同様に民間事業者に対しても、障がい者が生活

上で感じるバリア（障がい）を取り除く対応を

義務化する法律です。

そこで、もう一つ提案したいのが、この音声

コードを使った「耳で聴くハザードマップ」の

活用です。この「耳で聴くハザードマップ」

は、視覚障がい者がいる場所にどのような災害

リスクがあるのか、災害情報が発令されたと

き、どこに、どの方向に避難したらよいのかを

音声より知ることができるシステムでありま

す。導入するには月額の利用料金がかかります

が、例えば県が導入した場合、県内全ての市町

村が無料で利用することができるとのことで

す。

市町村ではありますが、ハザードマップ配布

の義務化が水防法第15条で定められ、全県下の

視覚障がい者への配布・周知のためには有効だ

と考えますが、ハザードマップ情報の提供に当
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たり、音声コードの活用を促進する考えはない

かをお尋ねいたします。

災害時におい○福祉保健部長（川北正文君）

て、障がいのある方が防災に関する情報を円滑

に取得するためには、障がいの特性に応じて、

自ら情報取得の手段を選択できることが重要で

あり、音声コードにつきましては、視覚障がい

のある方にとりまして、有効な手段であると考

えております。

県といたしましては、障がいのある方の災害

時の安全・安心を確保するため、必要な方に必

要な情報が行き届くよう、庁内関係部局ととも

に、ハザードマップを作成する市町村と連携を

図りながら、効果的な情報発信について研究し

てまいります。

命に関わる情報について、○重松幸次郎議員

誰一人取り残されないデジタル化を進めていた

だくために、「耳で聴くハザードマップ」の推

進を御検討ください。

次は、子宮頸がんの予防についてです。

この件につきましては、これまでも我が会派

で幾度も質問し、また、本会議でも数名取り上

げておりますので、重複を避けてお尋ねいたし

ます。

子宮頸がん予防のあるホームページから引用

いたしますが、「数あるがんの中で唯一予防で

きるがんと言われているのが子宮頸がん。しか

し、残念ながら、毎年多くの女性が子宮頸がん

によって亡くなっています。健やかな未来のた

めに大切なのは、予防に対する正しい知識と行

動です。子宮頸がんの予防法は２つあります。

１つは定期的な子宮頸がん検診の受診、もう１

つは子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けるこ

とです。この２つは車の両輪。検診またはワク

チンの二者択一はできません。検診とワクチン

の２つを組み合わせてこそ予防が可能になりま

す」とありました。

ワクチン接種につきましては、昨日、黒岩議

員からも、定期接種と接種勧奨を差し控えたこ

とにより接種機会を逃した平成９年度生まれか

ら平成18年度生まれの女性に対し、公費による

接種機会が得られるキャッチアップ接種の完了

までの周知について質問がありました。実施主

体は市町村でありますが、令和６年９月までに

３回接種の開始を周知することを、私からも重

ねて要望いたします。

ワクチン接種と併せて検診も重要です。しか

しながら、本県の受診率は全国よりも低い状況

と聞きました。罹患率がワースト上位の本県に

とって、検診率の向上も大切です。

そこで、本県の子宮頸がん検診の受診率向上

に向けた取組を、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

子宮頸がん○福祉保健部長（川北正文君）

は、子宮がんの中で死亡数が最も多く、検診に

より、早期発見、早期治療につなぐことができ

るがんですが、令和４年における本県の受診率

は42.7％と、全国よりも0.9ポイント低い状況で

す。

県では、検査への不安を解消するため、検査

方法を分かりやすく紹介する動画やパンフレッ

トを作成するなど、様々な工夫をしながら関係

機関と連携し、情報発信に取り組んでおりま

す。

さらに、ＨＰＶワクチンの接種勧奨に合わせ

た普及啓発にも取り組んでおり、今後とも、関

係機関や実施主体である市町村と連携し、子宮

頸がん検診の受診率向上に向けた取組を推進し

てまいります。

受診率向上に向けた取組を○重松幸次郎議員
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よろしくお願いいたします。

さて、もう一つ提案ですが、男性へのＨＰＶ

ワクチン接種の公費助成の検討もお願いするも

のです。ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）は

男性も感染します。主に性交渉で感染するＨＰ

Ｖが原因ですが、女性だけでなく男性にもワク

チン接種をすることで、ＨＰＶ関連の病気から

本人を守るとともに、互いにパートナーの感染

を防ぐ効果が期待されます。

海外の状況でいいますと、既に約40か国で男

性接種が公費助成されています。早くから男女

とも公費助成されたオーストラリアでは、2028

年には子宮頸がんの撲滅が達成できるとされて

います。同じく男女とも公費助成し、高い接種

率を維持するイギリスでは、未接種の人たちの

感染率も下がっていることがデータで確認され

ています。

国内において、男性接種について、厚労省

は2020年12月、９歳以上を対象として承認しま

したが、あくまでも任意接種。必要な３回分の

接種費用は総額５万円から６万円に上り、全額

自己負担となります。

そこで、男性接種の助成制度を創設する自治

体は広がっております。既に実施しているの

は、東京都中野区など９自治体ですが、都道府

県での助成は始まっておりません。

そこで、男性へのＨＰＶワクチン接種も、が

ん予防に効果があると言われておりますが、男

性への接種について、県の考えを福祉保健部長

にお伺いいたします。

ＨＰＶワクチ○福祉保健部長（川北正文君）

ンのうち、４価ワクチンについては、ＨＰＶ感

染による肛門がん等に対する予防効果が認めら

れ、令和２年12月より、男性への接種も薬事承

認されたところです。男性へのＨＰＶワクチン

接種は、男性自身のがんを予防するだけでな

く、集団免疫の効果により、女性のＨＰＶ感染

予防にもつながることが期待されております。

現在、国の審議会において、男性のＨＰＶワ

クチン定期接種化の安全性や有効性、費用対効

果等を検討しているところであり、県としまし

ても、その検討状況を注視してまいりたいと考

えております。

子宮頸がん罹患率の高い本○重松幸次郎議員

県が男性への接種勧奨をどこよりも早く検討さ

れますことをお願いいたします。

次は、グリーフケア 悲しみを癒やすケア―

についてであります。あまり聞き慣れないグ

リーフケアですが、流産や死産、人工妊娠中絶

といった周産期の死を含め、病気や事故で子供

を亡くした家族らへの行政の対応について、悲

しみ（グリーフ）を癒やす（ケアする）グリー

フケアの視点が重視されることになっておりま

す。

厚生労働省は、グリーフケアに関する手引を

初めて作成し、活用を促す通知を昨年の４月に

都道府県に出しております。

初めに、本県における死産率及び人工妊娠中

絶率の現状について、福祉保健部長にお伺いい

たします。

死産とは、国○福祉保健部長（川北正文君）

において、妊娠満12週以後に死亡した胎児を出

産することと定義されており、国の人口動態統

計によりますと、令和４年の本県の死産率は、

出産1,000件当たり23.9で、全国の19.3よりも高

く、また、国の衛生行政報告例によりますと、

令和４年度の本県の人工妊娠中絶率は、女子人

口1,000人当たり6.7で、全国の5.1よりも高く

なっております。

いずれも高い数値であるこ○重松幸次郎議員
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とを理解いたしました。全国でも年間約15万人

が流産・死産を経験していることに触れ、「グ

リーフケアは決してマイノリティーな問題では

ない」と、党女性局の勉強会で講師からの指摘

があっております。

厚労省の調査では、流産や死産によるつらさ

を感じていた人は、６か月後でも５割を超え、

約３割は１年以上続いています。最もつらかっ

た時期にうつ状態になるなど、日常生活に支障

があった人は７割近いもので、また、流産や死

産は、近親者以外に知る人が少ないため、社会

に認められにくい負担とも言われております。

そこで質問ですが、本県における流産や死産

を経験した方へのグリーフケアの取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

流産や死産等○福祉保健部長（川北正文君）

により子供の死を経験された方に対しては、精

神的負担を軽減するための配慮等が大切であ

り、医療機関や行政等の関係者による連携や御

本人へのきめ細かな支援が重要であります。

県では、中央保健所に設置している女性専門

相談センター「スマイル」等において相談支援

を行うほか、グリーフケアに関する理解が深ま

るよう、子育て世代包括支援センターや産後ケ

ア事業を実施する市町村担当者等を対象とした

研修会を行っております。

引き続き、市町村や医療機関などの関係機関

と連携し、流産や死産等を経験された方に対す

る適切なグリーフケアが実施できるよう支援に

努めてまいります。

大切な人を失ったとき、悲○重松幸次郎議員

嘆（グリーフ）にある方に寄り添い、悲しみを

生きる力に変える援助（ケア）のため、グリー

フケアの活動を多くの方に知っていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次は、この夏、私も体験いたしました熱中症

についてでございます。

恥ずかしながら、本年８月に行われました九

州各県議員野球大会の１回戦終了後の午後に、

突然、私は両足がつり始め、やがて背中の筋肉

まで硬直し、呼吸するのもしんどくなり、自分

では体のコントロールが利かなくなりました。

まだ幸いに意識はしっかりあったものの、事務

局スタッフの献身的な対応で、少し持ち直した

ところで病院へ搬送していただきました。涼し

い診療室で点滴治療を受け、おかげさまで、２

時間後には自力で歩くまで回復いたしました。

事務局の皆様、この場をお借りいたしまして御

礼申し上げます。

さて、政府は本年５月、熱中症対策につい

て、関係府省庁が今後５年間で取り組む実行計

画を閣議決定し、2030年までに熱中症による死

者数を現状から半減させることが柱とされてお

ります。

熱中症による緊急搬送者は、全国で昨年５月

１日から５月21日の間で1,042人だったのが、今

年は同期間で倍以上の2,566人に上っていまし

た。深刻な問題であり、国を挙げた取組が不可

欠との認識です。

まず、本県の現状から伺います。本県の熱中

症による救急搬送の現状について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

消防庁の発表○福祉保健部長（川北正文君）

によりますと、本県の今年５月から９月までの

熱中症による救急搬送人員は931名と、前年同期

比で138名増加しております。年齢区分別の割合

では、18歳未満が11.9％、18歳以上65歳未満

が29.3％、65歳以上が58.8％と、高齢者が半数

以上を占めている状況です。また、救急搬送さ
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れた方の初診時における傷病の程度では、死亡

はなかったものの、入院が必要とされる重症及

び中等症は全体の27.2％となっております。

少なくとも、初診時におい○重松幸次郎議員

ては死亡者が出なかったことは幸いです。

では、熱中症にかかりやすい人の特徴と予防

のポイントについて、再度、福祉保健部長にお

伺いいたします。

熱中症は誰で○福祉保健部長（川北正文君）

もかかる可能性がありますが、特に注意が必要

なのは子供と高齢者です。

子供は、体温の調整機能や汗をかく機能が未

熟で体に熱がこもりやすく、身長が低いため、

地面からの照り返しの影響が強い等の特徴があ

ります。

また、高齢者は、暑さに対する感覚が弱く、

汗をかきにくいことから体温が上がりやすく、

体内の水分量が少ない上、喉の渇きを感じにく

いことから、熱中症にかかりやすい特徴があり

ます。

熱中症予防としては、気温や湿度を測り、室

内を涼しくする、喉が渇く前に少しずつ水分を

取る、外出時は小まめに日陰や室内で休憩する

などの対策が重要でありますので、引き続き、

注意喚起に努めてまいります。

小まめな休憩と水分補給が○重松幸次郎議員

重要であることの広報をお願いいたします。

余談ですが、私たち、50年前の中学・高校時

代は、部活動の練習中、休憩中でも、先輩から

あまり水は飲むなとか言われておりまして、怒

られたものでした。その影響でなのか、少々の

喉の渇きぐらいは我慢しているのか、そういう

昨今でございます。

今はトレーニングの途中でも水分補給をする

練習をされているようです。また、高校野球で

も、夏の甲子園では、５回終了時にはクーリン

グタイムを導入しております。とてもよいこと

で、時代の趨勢を感じます。

ともあれ、気候変動の影響で、年間平均気温

が上昇し続けており、熱中症のリスクの増加が

予測されています。５月以降は体が暑さに慣れ

ていないため、体温を調整する機能がうまく働

かず、特に警戒が必要な時期に、家庭や職場な

ど、皆で周囲の目配りが不可欠だというふうに

言われております。どうぞよろしくお願いいた

します。

次に、フードバンクの取組についてお尋ねい

たします。

フードバンクとは、安全に食べられるのに、

包装の破損や過剰在庫、印字ミスなどの理由で

流通に出すことができない食品を企業などから

寄贈していただき、必要としている施設や団

体、生活困窮者等に無償で提供する活動です。

こうした中、需要が高まっているのが、未利

用食品を福祉施設や生活困窮者などに提供する

フードバンクでありますが、食品ロス削減推進

法にもフードバンクへの支援が明記されていま

す。

そのフードバンクへの支援の材料にある食品

ロスの概要についてでありますが、販売や消費

が行われずに、食べられる状態のまま廃棄され

る食品のことを食品ロスといいます。よく似た

言葉に食品廃棄物があります。これは食べられ

ない部分を廃棄することも含まれていますの

で、食品ロスより広い意味となります。分かり

やすく説明しますと、バナナの中身を捨てるこ

とは食品ロスで、捨てたバナナの皮は、食品廃

棄物です。

日本国内で発生する食品ロスは、2021年度推

計値で年間約523万トンであります。この量は、
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世界的な食料支援の約1.2倍に相当する驚くべき

数値です。１人当たりに換算すれば、毎日お茶

わん１杯分、約114グラムの食べ物が捨てられて

いるのです。これは「もったいない」という日

本人の美徳に反するばかりか、社会的に、環境

的にも大きな問題となっております。

食品ロスは、製造段階から、流通、販売、そ

して最終的には消費という一連のフードチェー

ンに沿って発生します。これには、農場での不

採算部分の選別、運送中の損傷、小売店やスー

パーマーケットでの期限切れや売れ残り、そし

て家庭での調理過多、また、消費し切れないこ

とが主な要因と挙げられております。紛争や飢

餓で苦しむ世界中の人々の食料不足を思えば、

もったいない気持ちになるのは当然です。

そこで質問ですが、食品ロスをフードバンク

に結びつける必要があると考えますが、県の取

組について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

食品ロスを削○環境森林部長（殿所大明君）

減するためには、私たち一人一人が買い過ぎな

い、つくり過ぎない、食べ残さないといった取

組を実践するとともに、製造流通過程で販売で

きなかったり、家庭で消費できずに余った未利

用食品の活用を図ることが重要であります。

このため県では、未利用食品を集めて、食品

を必要としているフードバンク等に寄附する活

動であるフードドライブの普及啓発に取り組ん

でおり、活動団体向けのマニュアルを策定した

ほか、各種イベントにおいてフードドライブに

取り組んだところです。

近年、フードドライブは、県内の民間企業等

でも広がりを見せており、引き続き、普及啓発

に取り組んでまいります。

未利用食品の活用、少しで○重松幸次郎議員

も無駄にせず活用できますように、食品関連及

び物流業者さんとも連携して、フードドライブ

の推進をよろしくお願いいたします。

さて、県内各地のフードバンク活動を行って

いる事業者は、子ども食堂や学習支援といった

子供の居場所づくりをはじめ、生活困窮者への

食料・物資支援など、広範囲な事業を展開して

おります。その数、県調査によりますと、平

成29年８月時点で７市３町の11か所で、令和５

年４月現在では９市９町の35か所へと広がって

おります。

しかしながら、地域のニーズは広がっている

ものの、実施している団体の財政基盤は脆弱

で、人手や費用が不足しており、さらに、運び

込まれた食材などをストックする保管場所不足

など、フードバンク事業者への支援に緊急的に

取り組むよう求める声をいただいております。

フードバンクの活動を拡大していく必要があ

ると考えますが、県の取組について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

フードバンク○福祉保健部長（川北正文君）

は、食品ロスの有効活用や生活困窮世帯への食

材提供など、大変重要な役割を担っておりま

す。フードバンク等の子供の貧困対策に取り組

まれている団体からは、人材や活動経費の確

保、企業等の理解・協力が課題であると伺って

おり、県におきましては、これまで子供の貧困

対策に取り組む人材の育成や支援者間のネット

ワークづくりを進めるとともに、今年度から活

動経費の補助に取り組んでおります。

また、各団体の取組の周知を図り、企業等の

協力につなげるため、リーフレットの作成や配

布等の広報を行うこととしており、引き続き関

係機関と連携し、活動の拡大に向けて取り組ん

でまいります。
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ますますニーズが高まるこ○重松幸次郎議員

とが予測されますので、持続可能な運営を維持

するために、実情に合わせた活動支援を続けら

れますよう、よろしくお願いいたします。

さて、前半にお伺いしました令和６年度当初

予算の重点施策及び国の総合経済対策の中で、

宮崎再生や物価高対策などをただしてまいりま

したが、残りは本県の課題や成長に資する項目

をお尋ねいたします。

まずは、商工業における人材の育成・確保に

ついてです。

雇用労働政策課から頂いた資料では、高校生

の県内就職率は上昇傾向にあるものの、依然と

して全国を下回っている状況であります。県内

の若者の県内就職率の向上を図ることは、全業

種における人手不足を解消するためには喫緊の

課題であります。

そこで、商工業における人材の育成・確保対

策のうち、高校生等を対象とした取組につい

て、知事にお伺いいたします。

生産年齢人口が減少○知事（河野俊嗣君）

し、労働力の確保が喫緊の課題となる中、依然

として若者の県外流出は続いておりますことか

ら、まずは就職を希望する高校生の県内定着が

重要であると考えております。

就職した高校生へのアンケートでは、県外就

職を選んだ理由として、一人暮らしや都会への

憧れなどが挙げられているほか、地元企業の魅

力が十分に伝わっていない現状もあると感じて

おります。

このため、県におきましては、宮崎労働局と

連携して、高校３年生を対象とした合同企業説

明会を開催するとともに、高校１・２年生を対

象としたオンライン説明会や、中学生、教職

員、保護者を対象としたセミナーも開催してお

ります。

高校生に県内企業の魅力や宮崎の暮らしやす

さを伝えるためには、本人はもとより、進路選

択に影響を与える周囲の方々も含めて、より早

い段階からしっかり情報を届けることが重要で

あり、今後とも、様々な工夫を凝らしながら、

高校生の県内就職の促進に取り組んでまいりま

す。

県内企業の魅力や働きやす○重松幸次郎議員

い職場環境であること、何よりも自然豊かで子

育てしやすい宮崎のポテンシャルを届けていっ

ていただきたいと思います。

毎年、夏に行っております我が党主催の政策

要望懇談会には、観光業界や交通・物流業界の

皆さんから、人手不足解消への方策を引き続き

要望されております。

まず、交通・物流分野における人材の確保の

取組について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

本県の交通○総合政策部長（重黒木 清君）

・物流分野の人材につきましては、人口減少や

長期にわたる新型コロナの影響による需要低迷

などにより、全体的に不足している状況にあり

ます。

このため県では、バスやタクシーの運転手確

保に向けて、２種免許の取得支援に取り組むと

ともに、宮崎空港の国際線再開に当たり、地上

職員を採用する航空会社等への支援を行ってお

ります。

また、物流の2024年問題により、今後さらな

るトラックドライバー不足が懸念されることか

ら、トラック協会を通じた大型免許等の取得支

援にも取り組んでいるところであります。

本県にとりまして、交通及び物流は、県民の

日常生活や経済活動を支える重要な基盤であり
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ますので、引き続き、関係機関と連携を図り、

人材確保に努めてまいります。

ドライバーの高齢化、2024○重松幸次郎議員

年問題を抱えて、厳しい労働環境に直面してお

ります。引き続きの支援をよろしくお願いいた

します。

続いて、本県の基幹産業であります観光業の

人員確保も重要であります。特に宿泊業は、こ

れからスポーツキャンプやインバウンド誘客等

においても重要であります。

そこで、宿泊業の人手不足に対する取組につ

いて、商工観光労働部長にお伺いいたします。

宿泊業○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

の人手不足は重要な課題であると認識してお

り、県では、本年６月補正予算において、限ら

れた人員でも宿泊客の受入れができる体制づく

りに向けて、「宿泊業の生産性・サービス向上

支援事業」を措置し、経営力強化につながる取

組に対する支援を行っているところでありま

す。

本事業には予算額の２倍を超える応募があっ

たことから、これらのニーズに速やかに対応

し、業務の省力化につながるデジタル機器等の

導入を推し進めるため、本定例会で追加の予算

措置をお願いしたところであります。

本事業を通じ、宿泊業の人手不足への対応を

支援することで、国内外からの観光客の受入れ

体制をしっかりと強化してまいります。

宮崎再生対策特別委員会で○重松幸次郎議員

も、雇用・労働の現状や、人材確保・育成につ

いて多岐にわたる取組を伺っております。引き

続き、職場環境の整備などよろしくお願いいた

します。

次は、コンテナ苗の生産拡大について伺いま

す。

今議会では、３つの日本一を目指す「グリー

ン成長プロジェクト」において、河野知事自ら

が再造林率90％以上の達成のため、椎葉村にて

植栽を視察・体験されたことを述べられまし

た。また、多くの議員さんからも再造林に向け

ての質問がございました。

宮崎県林業技術センターが平成20年度からコ

ンテナ苗を育てる「Ｍスターコンテナ苗」の開

発に着手し、平成25年６月に「コンテナ苗を用

いたスギ育苗マニュアル」を発行し、今日に

至っておりますが、通年植栽が可能で、活着率

が高いなど、効率のよいコンテナ苗の生産を増

やすことは、再造林率を高めるためには重要だ

と思います。

まず、県内のコンテナ苗の生産状況につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

本県の令和４○環境森林部長（殿所大明君）

年度における杉苗木の生産量は、633万4,000本

となっております。このうち、コンテナ苗は274

万2,000本と、杉苗木全体の43％を占めており、

また、５年間で約４倍に増加しております。

５年間で４倍に増加し、コ○重松幸次郎議員

ンテナ苗生産事業者も増加しているということ

です。それでも、本県のコンテナ苗が足りず

に、他県からも調達していることもお伺いしま

した。

そこで、コンテナ苗の生産拡大に向けた本県

の取組について、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

コンテナ苗○環境森林部長（殿所大明君）

は、畑で育苗する従来の露地苗に比べ、除草の

手間などの作業が軽減できる一方、施設整備等

に係る費用や作業員の確保、高い生産技術が必

要となります。

このため県では、自家採穂園の造成や生産施
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設の整備、福祉施設との連携による苗木生産の

取組などを支援するとともに、穂木の採取や育

苗管理などの技術研修会を開催しております。

このような取組により、コンテナ苗の生産量

は年々増加しておりますが、さらなる生産拡大

に向けては、苗木生産の歩留まりを高める必要

があることから、「グリーン成長プロジェク

ト」においては、これまでの取組に加え、生産

技術の向上に向けた研修の充実について検討し

てまいります。

技術研修と併せて、採穂園○重松幸次郎議員

の造成、苗木生産施設整備などへの支援をよろ

しくお願いいたします。

最後の質問となりました。

夜間中学がいよいよ来年度、宮崎市内に開校

いたします。公立夜間中学は、年齢や国籍を問

わず、義務教育を十分に受けられなかった人へ

教育機会を保障する観点からも重要と考えま

す。

宮崎市の夜間中学の開校に向けて、現在の募

集状況と、県としてどのように支援に取り組む

のか、教育長にお伺いいたします。

宮崎市が令和６年○教育長（黒木淳一郎君）

４月に開校を予定している県内初の夜間中学

「宮崎市立ひなた中学校」は、県内に在住する

学齢期を過ぎた方で、中学校を卒業していな

い、または不登校などで十分に学べなかった方

を対象に、本年９月29日まで募集が行われたと

ころであります。

宮崎市によりますと、今月12月には入学者の

決定を予定しており、現在、その準備を進めて

いると伺っております。

県教育委員会といたしましては、令和４年度

より、宮崎市の夜間中学設置準備室へ指導主事

を派遣しておりまして、開校に向けて、本年度

さらに１名増員したところであります。

今後も、開校後の円滑な運営に向けて、教育

課程の編成や教職員の配置等について適切な支

援を行ってまいります。

県からの支援をよろしくお○重松幸次郎議員

願いいたします。全国の地方議員、我が党も含

めまして、各地で粘り強く設置を訴えてきたこ

とが後押しとなりまして、2025年度までに

は、28都道府県58校に夜間中学が開設されると

聞きました。九州では、福岡県で１校開校して

おりますが、新たに、福岡県、佐賀県、熊本

県、鹿児島県と本県の５県で６校開設される予

定であります。県内初の宮崎市立ひなた中学校

の実績と成果が県内各地に波及することを願い

ながら、よろしくお願いいたします。

先ほどの盲聾者である大学教授の福島智さん

の著書の後書きを紹介して終わりたいと思いま

す。

「光」と「音」を失って盲ろう者となった

私は、自分が真空の宇宙空間に投げ出された

“裸の存在”になったように感じた。凍り付

くような魂の“寒さ”と自分の存在が“消え

てなくなってしまうような”空虚な孤独感を

私は体験した。

しかし、これはもしかすると、盲ろう者だ

けの問題ではないのかもしれない。人間は本

来、孤独な生き物なのではないか。

皆、一生の間、“皮膚一枚”の中に閉じ込

められ、凍える魂を抱えながら、宇宙空間に

ばらまかれ、人生という“旅”を続けざるを

えない存在。どうにかして、互いに離れ離れ

にならないように、いつも必死で誰かの手を

探し求めながら、暗黒の宇宙を旅する存在…

…。

こうした私達人間一人ひとりをつなぎとめ
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るうえで、最も大切なのは何だろうか……。

私は盲ろう者となった自らの体験を基に、

私達を最後の部分でつなぎとめる〈命綱〉

が、心に響くコミュニケーションなのではな

いかと思うのである。

と、このように語っておりました。

共生社会実現のために精進してまいることを

決意して、全ての質問を終了させていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、佐藤雅洋議員。○日高博之副議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○佐藤雅洋議員

はようございます。自民党の佐藤雅洋です。

本日、地元西臼杵郡は五ヶ瀬町、高千穂町、

日之影町をはじめ、延岡、日向、宮崎からも傍

聴においでいただいております。ありがとうご

ざいます。

土に立つ者は倒れず、土に活きる者は飢え

ず、土を護る者は滅びず。私たちは先人が耕し

た大地の上で生きています。先人への感謝を忘

れず、全25問、中山間地の課題について質問を

進めてまいります。

天高く馬肥ゆる秋を過ぎ、初冬の例年より穏

やかな朝、抜けるような青空の下、緑深き神殿

の張り詰めた空気を、一つの笛の音が突き通し

ました。

先月、高千穂神社の新嘗祭に出席した私は、

アマテラスオオミカミをも導き出したと言われ

る、この高らかな響きに強く引きつけられまし

た。これこそが天孫降臨の地、日本人の心の原

点。軽快かつ爽快な小気味よい太鼓の胴をたた

くガタの音、ずしりとくる太鼓の響き、笛の音

は、聞く者、見る者、そしてその場にいる者の

心を高ぶらせ、かつ荘厳さを感じさせるもので

した。

日本は世界の文化人類学の宝庫であり、神楽

は世界の平和と文化に貢献する普遍性を持つと

も言われます。

神社本庁の長老の称号をお持ちの、高千穂神

社、後藤宮司いわく、「神楽を見れば、男性

は10年長生きをする」「では、女性は？」との

問いに「女性は十分長生きをしているので、女

性は10年若返りをする」との答えをいただきま

した。居合わせた者は顔を見合わせ、皆、笑顔

となりました。

神楽は、五穀豊穣の感謝と願い、家内安全、

家庭円満、子孫繁栄、国家の安寧を願うもので

あります。神武天皇以来、現在、皇紀2683年、

伝統の継承と振興の大切さ、文化伝統芸能を守

る重要さを感じ、早期のユネスコ登録を祈願い

たします。

ところで、皆様は、神楽宿に行き、神楽を見

られたことはありますか。知事をはじめ、職

員、議員の皆さんにも、ぜひ西臼杵へお越しい

ただき、夜を徹しての神楽を堪能していただき

たいところであります。

また、同じ西臼杵には、昨年、ユネスコ無形

文化遺産に登録が決まりました五ヶ瀬町の「荒

踊り」もあり、これらのすばらしい民俗伝統芸

能が今でも地元の人々によって守り継がれてい

ます。

しかし一方では、新型コロナの影響で、それ

らの催事、神楽などが中止になって以降、再開

ができない、あるいは規模縮小せざるを得ない

地域もあります。何百年を超えても続いてきた

伝統芸能が、ここ２～３年のことで途絶えるこ

とがあっていいのでしょうか。時代の背景にこ

そ違いはあるものの、先人たちは、今よりも

もっと苦しい、厳しい時代の中で、それらを継

承し続けたからこそ今があります。今を生きる

私たちがここで途絶えさせるようなことがあっ
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ては、後世に言い訳ができません。

神楽の元気は地域の元気。高齢化、人口減少

で神楽の継続に大変苦労している関係者の皆様

を支援すること、支えること、応援すること、

それは自然の恩恵を受けてきた我々にとって大

事なことであり、必要なことではないのでしょ

うか。そして、その課題をその地域の問題とし

て、町や村、集落だけに託すのではなく、この

すばらしい風土を持った宮崎県のためにも、日

本のためにも、もっと深く関わりを持ち、先を

見据えた支援をしていくべきと考えます。

神楽のコロナ禍における中止や規模縮小等の

状況を、県としてどう捉え、今後どのようにし

ていくのか、知事にお伺いいたします。

次に、本県の国宝について伺います。

西臼杵の隣町、熊本県山都町では、最近、

「祝 国宝指定 通潤橋」の横断幕が下がって

おります。３か月前の９月に正式に指定された

ようです。気になり、宮崎県の国宝のことを調

べました。国宝がないのです。日本で国宝がな

い県は、徳島県と宮崎県の２県であるとのこと

でした。

そこで、そういったことに大変造詣の深い中

野県議に教えていただきました。東京の五島美

術館が所蔵する日向国西都原古墳出土、金銅馬

具類は、宮崎県西都市で出土したものであると

教えていただきました。

国宝とは、「国の宝。近代以降の日本におい

て、文化史的・学術的価値が極めて高いものと

して、法令に基づき指定された有形文化財を指

し、具体的には、重要文化財の中から特に価値

の高いものとして指定した建造物、美術工芸品

などをいう」とあります。

私の地元西臼杵では、重要かつ価値が高いと

思われるものとして、安永７年、1778年に完成

しました高千穂神社の本殿、九州地方を代表す

る大規模な本殿建築であります。高千穂地方の

伝説や祭礼に関連した彫り物など、地方色も顕

著に有しており、高い価値があるとも評価され

ています。

あわせて、1971年に国の重要文化財に指定さ

れた高千穂神社（鎌倉時代）の鉄造狛犬。ま

た、旧高千穂鉄道では、当時の鉄道省が最先端

の技術を駆使して完成させた、幾つかの主要橋

梁などの鉄道遺産もあります。西臼杵に限ら

ず、県内には国宝に値する価値のあるものが幾

つもあるのではないでしょうか。

そこで、本県ゆかりの国宝や重要文化財につ

いて、どのようなものがあり、その重要性をど

う捉え、また、県民にどのように周知していく

のか、知事に伺います。

昨年９月に、全国各地で猛威を振るった台風

第14号は、美しい山々に囲まれた西臼杵に甚大

な被害をもたらしました。その中には、今季も

再開を断念せざるを得ない五ヶ瀬ハイランドス

キー場があります。そのスキー場では、唯一の

アクセス道が大規模な崩壊をし、現在も復旧し

ておりません。

日本最南端のスキー場は、県としてもＰＲ効

果抜群の観光地であるとともに、地元五ヶ瀬町

にも大きな財産です。ゆえに、五ヶ瀬の人たち

にとっては死活問題であります。スキー場の観

光客は大いに町を潤すものです。今は冬場の職

を探さなくてはならない町民も多くいます。地

元に与える経済的影響は大きなものがありま

す。

２期連続休業している五ヶ瀬ハイランドス

キー場の営業再開前及び再開後の支援につい

て、県の考えを日隈副知事に伺います。

その五ヶ瀬ハイランドスキー場に通じる町道
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及び林道の災害復旧状況について、環境森林部

長と県土整備部長にそれぞれお伺いいたしま

す。

次に、県道竹田五ヶ瀬線の夕塩工区、波帰之

瀬工区、土生工区の整備状況について、３年前

の令和２年度の質問で、当時の明利県土整備部

長より「必要な予算確保に努め、早期整備に向

け、しっかりと取り組んでまいります」との回

答をいただきました。そのとおり、工事はかな

り進んでいるようで、ありがとうございます。

３年たった現在の県道竹田五ヶ瀬線の夕塩工

区、波帰之瀬工区、土生工区の整備状況につい

て、県土整備部長にお伺いします。

先月、五ヶ瀬町で、河野知事、濵砂議長、商

工建設常任委員会委員の県議、県北の県議の皆

さんの出席をいただき、九州中央道蘇陽五ヶ瀬

道路五ヶ瀬町側の着工式が行われました。全て

の関係者の御尽力のおかげで、五ヶ瀬町内の２

つの工区は着工しました。高千穂町内でも事業

が進み、童里トンネルは９月に安全祈願祭を実

施しています。

日之影町は、雲海橋－平底間が開通し、高速

道路の速さを享受しています。しかし、懸案の

平底－蔵田間がまだ白紙の状態です。九州の東

西軸として、南海トラフ地震発生時などに防災

道の駅の必要な、命の道となる九州中央自動車

道の早期整備が重要であります。

現在は国土交通省道路局の総務課長であり、

沖縄出身の前任の永山副知事は、「心を宮崎に

残して行きます。私の思いはいつまでも宮崎に

あります」との言葉を残されています。

九州の東西軸として、九州中央自動車道の早

期整備に向けて、神戸の六甲おろしに吹かれて

育ち、宮崎県副知事として重責を担う立場にな

られた佐藤弘之副知事の熱い思いをお聞かせく

ださい。

ここまでを壇上の質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。まず、神楽の状況と県の支援についてであ

ります。

コロナ禍の影響が残る昨年度は、県内203の神

楽のうち、半数以上が規模縮小や中止となった

と聞いております。今年は４年ぶりに神楽が再

開し、各地のにぎわいが伝わってきておりま

す。先日訪れました椎葉村の栂尾神楽でも、地

域の皆様の、また神楽をできるという喜びが伝

わってまいりました。

一方で、しばらくの間ブランクが生じたこと

によりまして、舞でありますとか様々な手順を

思い出すのに時間がかかるという声や、人手が

足りないことから、本来の夜神楽が昼神楽へ変

更になったという事例もあり、神楽の振興・継

承に向けた課題として重く受け止めておりま

す。

そのような中、地区外のボランティアが準備

に参加したり、女性の舞手が登場したり、さら

には、途絶えていた鵜戸神楽が60年ぶりに復活

したりするなど、保存団体や地域の新しい取組

が行われ、光の差す思いもしているところであ

ります。

現在、本県が中心となり、全国に呼びかけ、

神楽のユネスコ登録に取り組んでおります。私

たちの宝である神楽というものを世界の宝にし

ていこうということを目指しているものであり

まして、これは県内全ての神楽を次世代へ確実

につないでいくことを目指すものであり、ひい

ては、神楽を核とした地域の活性化を目指すも

のであります。

県としましては、この実現のために、まずは
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足元の保存団体や自治体にしっかりと寄り添

い、将来にわたって支援をしてまいります。

次に、本県ゆかりの国宝等についてでありま

す。

本県ゆかりの国宝には、御指摘のありました

東京の五島美術館が所蔵する西都市百塚原古墳

群から出土をした金銅馬具類があります。この

馬具は、細かな龍の透かし彫りを持つなど、古

墳時代の馬具として、我が国屈指のものとされ

ております。

また、重要文化財としましては、東京国立博

物館が所蔵します西都原古墳群出土の子持家形

埴輪のほか、県内におきましては、これも御指

摘がありました高千穂神社所蔵の鉄造狛犬や、

日之影町と延岡市の河川に架かる旧綱ノ瀬橋梁

及び第三五ヶ瀬川橋梁などがあります。

これらの国宝等は、我が国においても大変価

値の高い国民的財産であるとともに、神楽や古

墳と同様に、長い歴史と豊かな風土で育まれ

た、次世代に継承するべき、本県が誇る貴重な

宝であります。

本県ゆかりの国宝等の周知については、国文

祭・芸文祭の一環として開催した国宝の里帰り

展覧会や、デジタルミュージアムでの公開等に

取り組んでまいりました。

今後もさらにその価値が県民に伝わるよう、

活用の在り方を工夫しながら、様々な機会を捉

えて周知してまいります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（日隈俊郎君）

す。五ヶ瀬ハイランドスキー場の営業再開前及

び再開後の支援についてであります。

五ヶ瀬ハイランドスキー場は、本県の貴重な

観光資源であり、地域経済にも大きく貢献して

きているところでありますが、お話のとおり、

昨年の台風被害の影響により、２期連続休業を

余儀なくされ、私自身も大変残念な気持ちであ

るとともに、早期に再開を図る必要があるもの

と考えております。

スキー場の来年度の再開に向けましては、地

元五ヶ瀬町が向坂山森林公園再生検討委員会を

設置し、スキー場の魅力向上や地域のにぎわい

創出について議論を行っているところでありま

す。同委員会には県も参画しておりまして、再

開後のスキー場がより魅力的なものになるよ

う、地域活性化や観光振興の観点から必要な助

言や情報提供など、幅広く意見交換を行ってい

るところであります。

営業再開後の取組につきましても、今後の検

討委員会での議論を踏まえ、五ヶ瀬町としっか

り連携し、スキー場をはじめとする観光資源を

生かした観光誘客や関係・交流人口の拡大な

ど、五ヶ瀬町の地域振興策について協議・検討

してまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（佐藤弘之君）

す。九州中央自動車道の早期整備についてであ

ります。

高速道路の整備については、私が国土交通省

で携わっていた新たな国土形成計画において、

「シームレスな拠点連結型国土の構築」が掲げ

られ、その中で、高規格道路ネットワークの形

成が位置づけられるなど、重要性は十分に認識

しております。

副知事に就任して以降、県北地域を訪問しま

して、地域の方々から実情を伺う中で、高速道

路の早期整備にかける強い思いをひしひしと感

じ、広域観光や、それから地場産業の振興はも

とより、議員の御指摘のとおり、南海トラフ地

震などの災害時における人命救助や救援物資の

輸送のためにも、九州を東西に結ぶ九州中央自
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動車道の早期整備が必要であると改めて強く感

じたところであります。

先月には、蘇陽五ヶ瀬道路の着工式が行われ

るなど、整備が本格的に進んでおりますが、そ

の一方で、御指摘のとおり、県内においては平

底－蔵田間が未事業化区間として残されてお

り、早期事業化が非常に重要であります。

先ほど申し上げました国土形成計画に掲げた

「シームレスな拠点連結型国土」が描く国土構

造というのは、質の高い交通ネットワークの強

化を通じて、活発な人・物の流動、それによる

イノベーションの促進、そして災害時のリダン

ダンシーが確保された国土というふうになって

います。

私、国土形成計画の策定に携わった１人とし

て、この国土構造をぜひとも実現したいと強く

思っているところであります。そのためにも、

九州中央自動車道については、一日も早い全線

開通が求められているところでありまして、県

議会の皆様の御協力もいただきながら、全力で

取り組んでいきたいと思います。以上です。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（殿所大明君）

えします。林道の災害復旧状況についてであり

ます。

スキー場の維持管理等に使われている波帰林

道は国有林内にあり、宮崎北部森林管理署が災

害復旧工事の実施主体となっています。

森林管理署に工事の進捗状況を確認したとこ

ろ、昨年９月の台風第14号の豪雨により被災し

た８か所の復旧に向けて、本年７月に工事契約

を締結し、11月末現在の進捗率は15％で、令和

６年11月に完成する予定と伺っております。以

上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（原口耕治君）

えいたします。町道の災害復旧事業状況につい

てであります。

五ヶ瀬町が管理する町道本屋敷波帰線は、昨

年９月の台風第14号の豪雨により、５か所で被

災し、全面通行止めとなっております。

現在、町において復旧工事が進められてお

り、このうち２か所が年内に完成予定であり、

来年１月には別の２か所の工事を発注する予定

と伺っております。

残る１か所につきましては、大規模な地滑り

が発生しており、現在、復旧工法の検討が鋭意

進められておりますが、本復旧には相当の期間

を要するため、来年11月までにスキー場までの

通行が可能となるよう、仮設道路による仮復旧

を行うとのことであります。

県としましては、早期復旧に向けて、引き続

き国との協議を進めるとともに、五ヶ瀬町への

技術的な助言や支援に努めてまいります。

最後に、竹田五ヶ瀬線についてであります。

県道竹田五ヶ瀬線は、防災上の観点はもとよ

り、広域的な観光周遊ルートを形成する上でも

重要な路線であります。

議員お尋ねの夕塩工区につきましては、平

成30年度から延長約1.6キロメートルの整備に着

手し、今年度460メートルが完了したところであ

ります。

次に、波帰之瀬工区につきましては、平成26

年度から延長約１キロメートルのバイパス整備

に着手し、現在、五ヶ瀬川に架かる412メートル

の橋梁工事を進めております。

また、土生工区につきましては、平成29年度

から延長約0.8キロメートルの整備に着手し、令

和６年度の完成を予定しております。

県としましては、今後とも必要な予算の確保

に努め、早期整備に向け、取り組んでまいりま
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す。以上であります。〔降壇〕

知事、神楽を核とした地域活○佐藤雅洋議員

性化こそ、集落の存続維持に必要であります。

保存団体や集落、自治体に寄り添い、将来にわ

たり支援するとの力強い答弁、心強く思いま

す。お礼に、知事には神楽宿で振る舞いをさせ

ていただきますので、ぜひ西臼杵の神楽宿にお

越しください。

日隈副知事、スキー場再開前の支援もしっか

り行うよう要望いたします。

佐藤副知事、防災道の駅も必要な中央道の平

底－蔵田間の事業化を早期にお願いいたしま

す。

県内の道路については、関係機関の御尽力に

より、かなり整備が進んできております。しか

し、道路が延びれば延びるほど、工期短縮の関

係からか、やけに波を打った舗装が目にかかり

ます。利用者の多い交差点の横断歩道近くの停

止線に目をやると、わだちができている箇所も

少なくありません。

何度も繰り返し舗装することで、総体的な費

用が大きく必要となる現在のような道路には、

技術開発が進んでいるコンクリート舗装の活用

を検討すべきではないでしょうか。コンクリー

ト舗装は施工技術も発達し、継ぎ目の目打ち板

も必要なく、タイヤに優しい、音も出ない、使

う者にも優しいつくりです。道路の路面は、普

通に走りやすいものであるべきであります。

そこで、舗装補修におけるコンクリート舗装

の活用について、県の考えを県土整備部長に伺

います。

コンクリート○県土整備部長（原口耕治君）

舗装につきましては、アスファルト舗装に比べ

耐久性が高く、長寿命であるとともに、騒音や

振動が抑えられる工法などの技術開発も進んで

きております。

一方で、アスファルト舗装に比べ工事費が高

く、コンクリートが固まるまで車を通せないこ

となど、活用に当たっての課題があります。

県としましては、新たな技術開発の動向を注

視しながら、バイパス区間や４車線の道路な

ど、現地の条件、経済性、施工性を考慮の上、

コンクリート舗装の活用について、総合的に検

討してまいりたいと考えております。

舗装と併せて、夜間や雨の日○佐藤雅洋議員

など、道しるべとなる白線が消えて見にくく

なっている道路も多く、走りにくいとの声をよ

く耳にします。物流24年問題で苦しむ物流業者

やトラックドライバーなどがすいすい走れるよ

うな心遣いと、使う者の目線に立つことが必要

です。道路は使う者のためにあると考えます。

交通事故を未然に防ぐためにも、しっかりとし

た整備を要望いたします。

西臼杵郡では、高千穂、日之影、五ヶ瀬にあ

るそれぞれの国民健康保険病院において、令

和12年までに、既存施設を活用しながら段階的

に機能再編を行い、持続可能な医療提供体制を

目指すと伺っております。課題の多い中山間地

域の地域医療において大変明るい話題であり、

県からの 池さんにも大変御苦労いただいてお廣

りますが、西臼杵郡３公立病院が進めている統

合再編の状況について、福祉保健部長に伺いま

す。

現在、西臼杵○福祉保健部長（川北正文君）

郡３公立病院において、病院間の医療連携や経

営基盤の強化による持続可能な医療提供体制の

構築を目指し、来年４月の統合再編に向けた準

備が順調に進められております。

具体的には、西臼杵広域行政事務組合に３病

院の経営を統合するほか、高千穂町国保病院を
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急性期から回復期までの医療に特化し、日之影

町国保病院に慢性期病床を集約、五ヶ瀬町国保

病院では、介護保険施設の機能強化を図るな

ど、病院間の役割分担をより明確化することと

されております。

県においては、基本構想の策定経費や施設整

備の補助など、３町の取組を支援してきたとこ

ろであり、こうした取組は、地域医療の存続に

向けた先駆的な事例であると考えております。

先駆的な事例がうまく進みま○佐藤雅洋議員

すよう、支援のほどよろしくお願いいたしま

す。

宮崎県の農業団体は、東京都内の議員会館で

県選出国会議員らに対し、肉用牛生産者の逼迫

する経営に関する緊急要請をいたしました。内

容としては、肉用牛子牛価格の大幅な下落は生

産基盤全体の弱体化につながるとして、セーフ

ティーネットの強化、予算確保、需要拡大喚起

策拡充を求めたものです。

また、県町村会会長の佐藤貢日之影町長

は、10月に、飼料や燃料、各種資材の価格高騰

で厳しい経営を強いられている肉用牛生産農家

を守る対策の実施を求める緊急要望書を、知事

に提出しました。

今後も肉用牛生産者が安心して経営を継続で

きるよう、国と県で連携した対策や県独自の消

費拡大策などを求めたもので、生産農家の廃業

などが懸念されることから、緊急要望に至った

ものであります。

そこで、県町村会からの「肉用牛生産農家の

経営に対する緊急要望」への知事の受け止めを

お伺いいたします。

県町村会からの緊急要○知事（河野俊嗣君）

望につきましては、物価高などを背景とします

子牛価格の低迷によりまして、若い担い手の営

農に対する意欲の低下や小規模・高齢農家の廃

業が加速することが危惧される中、肉用牛の生

産が盛んな中山間地域において特に影響が大き

いことから、切実な要望をいただいたものと受

け止めております。

本県にとりまして、畜産業は、農業産出額の

６割以上を占める基幹産業であります。全国和

牛能力共進会で４大会連続で内閣総理大臣賞を

受賞するなど、畜産農家の皆様のたゆまぬ努力

で今の宮崎牛ブランドが確立されてきた。その

思いを受け止めますと、子牛価格下落対策は喫

緊の課題であると認識しております。

このため、９月補正予算におきまして、子牛

の価格差補塡や高齢な繁殖雌牛の更新対策を措

置し、現在、取り組んでいるところでありま

す。

また、さらには、様々な機会を捉えて、宮崎

牛のＰＲ、食肉市場まつりへの協賛などもござ

いました。引き続き、こうした消費拡大対策や

配合飼料価格高騰対策、自給飼料の利用拡大に

つきましても取組を進めながら、国や市町村、

関係団体と一丸となってこの難局を乗り越え、

肉用牛生産基盤の維持・強化に努めてまいりま

す。

ありがとうございます。○佐藤雅洋議員

さきに挙げたように、肉用牛子牛価格の大幅

な下落は大変深刻なものです。全共では４大会

連続内閣総理大臣賞受賞に大貢献、県共では団

体優勝をした地元西臼杵郡の畜産農家の方々の

努力は報われているのでしょうか。私たちには

見えないところで、それは大変な努力と苦労が

あったと思われます。宮崎牛の名を世間に知ら

しめてくれた畜産農家の皆さんのその努力と苦

労が、価格に到底結びついておりません。

子牛価格低迷の現状をどう捉えているのか、
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農政水産部長に伺います。

近年の子牛価○農政水産部長（久保昌広君）

格の動向を見ますと、令和元年度は70万円以上

であったものが昨年度は50万円台に、そして今

年の５月以降は50万円を下回る水準となり、畜

産農家の経営は大変厳しい状況にあります。

このため県では、配合飼料等の価格高騰に対

する支援をはじめ、国の肉用子牛生産者補給金

制度と連携した価格差補塡の実施や能力の高い

繁殖雌牛への更新の支援にも取り組んでいると

ころです。

あわせて、東京食肉市場まつりやみやざき焼

肉フェスタなど、様々な機会を捉えて、「おい

しさ日本一宮崎牛」のＰＲを行い、牛肉の消費

拡大にも努めております。

引き続き、市場価格の動向を注視しながら、

畜産農家が安心して経営を続けられるよう取り

組んでまいります。

県内では、牛の繁殖の際に宮○佐藤雅洋議員

崎県家畜改良事業団の種雄牛を推奨しているか

と思いますが、県外の種雄牛の子牛のほうが高

値がつくなどとして、それらを好んで取り寄せ

ている繁殖農家があるのではないかと農家の

方々から質問されます。

日本一の宮崎牛をつくってきた本県の種雄牛

よりも、それらの種雄牛のほうが高く評価され

ているのでしょうか。いいえ。県の推す種雄牛

は、基本理念、政策の下に行われているわけで

すから、県内農家への周知徹底、意思統一、宣

伝を含め、全国的発信にしっかりと取り組むこ

とが必要なのではないでしょうか。

県種雄牛の能力をどう評価しているのか、農

政水産部長に伺います。

県有種雄牛に○農政水産部長（久保昌広君）

つきましては、能力の指標である脂肪交雑など

は全国トップクラスであり、これらの県有種雄

牛から生産される宮崎牛は、国内外から高い評

価をいただいております。

本県の種雄牛造成は、畜産農家の御協力を得

ながら、関係機関と一丸となって行っており、

過去には安平や、近年では耕富士など、全国か

ら購買者が訪れるような優秀な種雄牛を造成し

てまいりました。

現在、次世代のエース級と期待される二刀流

や桃白鵬などの種雄牛も造成されてきておりま

すので、引き続き、畜産農家の所得向上に貢献

できるよう、太りやすく、飼いやすく、そして

肉質のよい種雄牛づくりに努め、「おいしさ日

本一宮崎牛」の地位を確固たるものにしてまい

ります。

11月21日に国の予算委員会○佐藤雅洋議員

で、宮下農相は和牛の増頭を抑制するとの方針

を明らかにしました。消費者の節約志向によ

り、牛肉の国内需要が伸びない今、全国的には

その方向でよいが、我が地元西臼杵などの中山

間地域は、農産物の売上げの大半を畜産が占め

る地域です。小規模繁殖農家は、高齢化、担い

手不足が追い打ちをかけ、畜産を続けられない

といった声も多くあり、牛の頭数が減少するの

は目に見えています。

当地域では、引き続き、若手が意欲的農家へ

と成長するよう増頭すべきではないでしょう

か。それにより、域内の頭数が維持され、競り

市が継続できると考えます。

そこで、中山間地域における増頭意欲がある

肉用牛繁殖農家に対する支援策について、農政

水産部長に伺います。

議員御指摘の○農政水産部長（久保昌広君）

とおり、中山間地域において、肉用牛生産は大

変重要な産業でありますが、担い手不足や高齢
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化が特に深刻となっており、将来的には市場規

模の縮小が危惧されております。

このため県では、中山間地域の農業を支える

多様な担い手の確保や意欲ある農家に対する施

設整備の支援を行っております。また、飼養管

理の省力化や生産コストの低減、繁殖性の向上

など、経営面でのメリットがある放牧も支援し

ております。

今後とも、地域の実情を踏まえながら、国や

市町村、関係団体とともに、意欲ある肉用牛繁

殖農家が夢と希望を持って経営を継続できるよ

う支援を行い、中山間地域の畜産業の活性化に

取り組んでまいります。

子牛価格の下落が続いている○佐藤雅洋議員

今、子牛が安く売れれば、それだけ安値で市場

に出回るのかと思いきや、店頭での牛肉は相変

わらず高額品であります。物価高の今ではなか

なか手を出しづらいのか、牛肉消費も下降ぎみ

です。市場価格が変わらないのに、肥育農家や

繁殖農家の売り価格が下がっているというのは

何が原因なのでしょうか。愛情を込めて育てた

子牛を巣立たせた後、市場に出回るまで、どれ

だけの中間マージンが発生し、そしてそれらは

正常に値するものなのでしょうか。

そこで、肉用牛生産コストが高止まりする中

で、子牛価格や枝肉価格は低迷しているが、小

売価格は一定の水準となっていることについて

どのように考えるか、農政水産部長に伺いま

す。

議員御指摘の○農政水産部長（久保昌広君）

とおり、配合飼料価格が令和２年と比較して約

４割上昇する一方で、子牛価格は大きく下落

し、また、枝肉価格は伸び悩むなど、必ずしも

小売価格の動きとは連動せず、畜産農家の経営

は非常に厳しい状況にあると認識しておりま

す。

このような中、現在、国におきまして、適正

な価格形成の仕組みを構築するための議論がな

されておりますが、生産コスト上昇分が販売価

格に適正に反映されることが重要であります。

このため、県としましては、引き続き、生産

現場の実態を国に伝えるとともに、物価高騰な

ど厳しい経営環境にも対応できるよう、生産性

の向上や経営体質の強化に向けた取組を推進

し、畜産農家の所得向上に努めてまいります。

新規就農者支援については、○佐藤雅洋議員

さきに他の議員からも質問がありましたので、

私は支援の具体的な取組事例について伺いま

す。

県内の新規就農者を減少させないためには、

農業の楽しさ、喜びの周知など、様々な支援や

指導が必要と考えます。

そこで、全国的に新規就農者が減少する中、

本県の高千穂ファーマーズスクールのような新

規就農者確保のための取組事例について、農政

水産部長に伺います。

本県では、新○農政水産部長（久保昌広君）

規就農者を確保するため、市町村やＪＡ等と連

携し、15か所の就農トレーニング施設での技術

習得などを支援しております。

このうち高千穂ファーマーズスクールは、高

千穂町で自営就農を目指す移住者等を対象に、

栽培技術などを２年間で学ぶカリキュラムで、

令和４年度の開校後、３名が入校しており、今

年度末に１名が卒業し、就農する予定と伺って

おります。

また、西都市や川南町では、ＪＡと連携して

整備したハウスを新規就農者にリースし、就農

時の初期投資の低減を図ることで、新規就農者

の確保につなげております。
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今後とも、このような取組を展開し、本県農

業を支える担い手の確保に取り組んでまいりま

す。

農業は国の営みの大本、国の○佐藤雅洋議員

食料安全保障の面からも、全国民が農業政策へ

の理解を深め、農家支援の正当性を理解してい

ただくときではないでしょうか。

農山漁村において、その地域ならではの伝統

的な生活体験や地元の人々との交流を楽しむこ

とができる農山漁村滞在型旅行、いわゆる農泊

は、農山漁村の農業、食、伝統文化等の地域資

源の魅力を国内外に発信し、地域活性化を図る

上で有効な手段であり、コロナ後の国内のみな

らず、インバウンド等の旅行需要の受皿として

期待されているものと考えます。

そこで、県内の農泊の現状と今後の利用拡大

に向けた取組について、農政水産部長に伺いま

す。

県内には、農○農政水産部長（久保昌広君）

泊に取り組んでいる施設が178軒あります。コロ

ナ禍においては、県内の農泊の受入れは減少し

ておりましたが、今年度は、インバウンドなど

観光需要の回復傾向に伴い、既に昨年度を大き

く上回るペースで順調に推移しております。特

に受入れが進んでいる西臼杵地域では、香港や

ヨーロッパなど、海外からも200人を超える方々

が訪れていることもあって、昨年度の2.5倍以上

の受入れ状況であります。

議員御指摘のとおり、農山漁村の地域活性化

を図る観点からも、農泊は有効な手段の一つで

あるため、県としましては、引き続き、各地域

の農泊団体等と連携し、受入れ体制の整備や宿

泊施設などの情報発信等に取り組みながら、国

内外に農泊地域の魅力をしっかりとＰＲしてま

いります。

昨年の６月にも取り上げさせ○佐藤雅洋議員

ていただきました移住・定住に関する質問で

す。

移住・定住等の住環境整備、紹介、マッチン

グなどの活動をしているＮＰＯ法人一滴の会

が、高千穂にはあります。人口減少が進む高千

穂町において、移住を希望される方と町内の空

き家を利活用して、移住者用住宅を補っていま

す。放置されたままでは朽ち果てるが、有効に

利活用されれば集落維持にもつながり、環境保

全にも役立ちます。

その一滴の会が早くも100組もの移住・定住に

成功しております。マッチングに成功しており

ます。その100組達成記念式典に私も出席させて

いただきました。そこでお会いした移住者の

方々が、数十年も住む私たちよりも高千穂のよ

さを話される様子を見て、大変うれしい気持ち

になりました。

さきに挙げました農泊等で足を運んでいただ

いた方々に地域の魅力を発信するとともに、こ

の活動をさらに広げることが地域の維持継続に

つながります。

以前、私が質問した際に、県としても大いに

この活動を広めるべきとの回答をいただきまし

たが、県外からの移住を促進するためには、一

滴の会のような民間の取組を含め、空き家の活

用が重要と考えます。

その後の県の取組について、総合政策部長に

伺います。

県外からの○総合政策部長（重黒木 清君）

移住には、住居の確保が何よりも重要なことか

ら、県では、移住・ＵＩＪターン情報サイトに

おいて、居住可能な空き家情報の掲載やマッチ

ングを行うとともに、市町村の空き家バンクの

運営や移住者向けの空き家改修などを支援して
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おります。

議員から御紹介のありましたＮＰＯ法人一滴

の会につきましては、移住相談から住居の確保

や紹介、改修までを一貫して行うなど、他地域

には見られないモデル的な取組でありますこと

から、今年８月に県が実施した市町村担当者会

議におきまして、事例を発表していただいたと

ころでございます。

今後も市町村や民間団体と連携・協力しなが

ら、空き家の利活用による住居の確保やマッチ

ング支援を強化し、移住促進に努めてまいりま

す。

移住促進がさらに図られ、農○佐藤雅洋議員

山漁村地域の活性化を進めるよう要望いたしま

す。

次に、高千穂高校の全国枠についてお伺いい

たします。

県立高校では数年前から、飯野高校、高鍋農

業高校が全国から生徒の受入れを行っているよ

うですが、我が母校、高千穂高校では、私が学

生の頃から、剣道部に入りたいと全国から入学

してきていました。今もその伝統は引き継が

れ、優秀な人材を集め、育て、そして巣立たせ

ています。

当時は、寮や下宿などの衣食住が課題でし

た。そういう課題を解決して、他の部活生や一

般の生徒も高千穂高校に集い、切磋琢磨してい

ただきたいと考えます。

そこで、高千穂高校の魅力づくりの一環とし

て、全国からの募集を行うことが有効であると

考えますが、その効果と今後の取組について、

教育長に伺います。

現在、県立高校に○教育長（黒木淳一郎君）

おきまして全国から募集を行っている学校は、

議員の御指摘にもありましたように、飯野高校

と高鍋農業高校の２校で、入学者数は延べ31名

であります。この生徒たちは、宮崎の豊かな自

然や温かな県民性に触れ、充実した学生生活を

送っております。また、地元の生徒たちも、県

外から入学した生徒の好奇心旺盛な姿や多様な

価値観から刺激を受けておりまして、共に地域

の行事を企画し参加するなど、地域活性化にも

好影響を与えております。

このような成果もありますことから、県教育

委員会といたしましては、高千穂高校につきま

しても、地元自治体のニーズを把握しながら共

に研究し、学校の魅力づくりに、より一層取り

組んでまいります。

高千穂高校なしで西臼杵の継○佐藤雅洋議員

続的発展はありません。生徒数増加、そして地

域住民のためにも、全国枠導入をよろしくお願

いいたします。

次に、ゼロゼロ融資対策について伺います。

コロナ不況は終わっていません。ゼロゼロ融

資対策の長期的な制度の見直しを含め、コロナ

融資返済の不安を取り除くためには、新たな支

援が必要との声が大きく聞こえてきます。政府

の担当者は、金融機関に対して、融資の借換保

証制度等を活用して中小企業の資金繰りを支え

るよう呼びかけています。

「はたらけど はたらけど猶わが生活楽にな

らざり ぢつと手を見る」とは石川啄木の歌で

すが、売るものは安い、買うものは高い、農家

も含めた小規模事業者は大変苦しんでいます。

本日は12月５日でありますが、月末をやっとの

思いで乗り切った事業者の方も少なくないはず

です。そして、年の瀬ともなれば、苦悩の末、

自死さえ頭をよぎるほど追い込まれる者もいる

はずです。そのような人々を取り残すことがな

いよう、人々の苦労をどれだけ同じ目線に立っ
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て考えることができるかが大事であります。

そこで、コロナ禍や物価高など未曽有の危機

に直面した中小企業者に対するこれまでの資金

繰り支援と今後の対応について、商工観光労働

部長にお伺いします。

県では○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

これまで、コロナ禍や物価高に直面した中小企

業者への資金繰り支援として、約2,076億円の貸

付けを実施しました。また、今年度は、これら

の借換えやつなぎ融資として、10月末までに

約60億円の貸付けを実施しております。

今後は、こうした資金繰り支援に加え、事業

継続に向けた本質的な経営改善の取組を支援し

ていくことが大変重要であります。

このため県では、専門家の支援を受けて経営

改善計画を策定する費用の一部を補助するとと

もに、中小企業支援ネットワークにおいて、複

数の外部専門家を活用した伴走支援体制の強化

を図るなど、金融機関や商工会など関係支援機

関と連携し、経営支援の強化を図ってまいりま

す。

商工会などとの連携をしっか○佐藤雅洋議員

りと取り、支援をお願いいたします。

今、世界情勢は混沌としています。ウクライ

ナとロシア、イスラエルとパレスチナでは、実

際に争いが起きています。今後は中華人民共和

国と中華民国、いわゆる台湾有事、北朝鮮と韓

国は38度線を挟み休戦中ですが、日本も巻き込

まれないとは限りません。今、日韓関係が、新

しいユン大統領に替わり、好転しています。人

の往来は増え、韓国からゴルフやサーフィンに

来県される方も増加していると伺っています。

そこで、宮崎－ソウル線の国際定期便が９月

から運航を再開しましたが、再開後の利用状況

と県の取組について、総合政策部長に伺いま

す。

ソウル線に○総合政策部長（重黒木 清君）

つきましては、本年９月の運航再開以降、10月

末までの搭乗率が８割を超えており、運航する

アシアナ航空からは、順調な滑り出しと伺って

おります。

また、利用者の約８割を外国人が占めており

ますが、韓国では、コロナ禍以降、若者や女性

の間でもゴルフに関心を持つ方が増えており、

このうちの約７割がゴルフ客ということであり

ます。

一方、本県から韓国に向かう日本人は観光目

的が多いため、県では、韓国の食や文化をイベ

ントやＳＮＳで発信するとともに、全県民を対

象としたパスポート取得支援などにより、利用

促進に取り組んでおります。

ソウル線は、韓国との交流を図る上で重要な

基盤でありますので、引き続き航空会社や旅行

会社等と連携を図りながら、路線の維持に努め

てまいります。

宮崎－ソウル線は順調のよう○佐藤雅洋議員

で安心をしました。さらに行き来する人々が増

加することを期待します。あわせて、宮崎－台

北線の就航も、当局の御努力により早期就航と

なることを願います。

次に、細島港と東京を結ぶ定期航路が、川崎

近海汽船により今年２月に開設されたところで

ありますが、川崎近海汽船より、航路を休止す

ると発表があったと伺いました。細島と関東を

直接結ぶ航路がなくなることは、本県にとって

大きなダメージであると考えます。

そこで、細島港における東京航路の開設と休

止の経緯、また、今回の休止による影響につい

て、県土整備部長に伺います。

細島港におけ○県土整備部長（原口耕治君）
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る東京航路は、これまでの大分－清水航路に細

島港と東京港を追加し、今年２月から週１便で

開設したものであります。

本航路は、東京からの鋼材や砂糖の原材料な

どの貨物を扱っていましたが、船会社から「当

初想定していた貨物量が見込めないため、12月

下旬をもって休止する」と発表されたところで

あります。

休止による影響につきましては、現時点では

不透明な状況にありますが、関東への航路は、

直面している物流の2024年問題への対応におい

ても重要でありますので、今後の貨物の動向に

注視するとともに、船会社や物流会社などに対

し、港湾セミナーや企業訪問でセールスを行う

など、航路再開に向けた取組に努めてまいりま

す。

本県の宮崎カーフェリーや日○佐藤雅洋議員

向のＲＯＲＯ船「ＨＡＫＫＯひなた」にとって

も、何らかの影響があると思われますので、

しっかりと動向を見極めて対応していただくよ

うに要望いたします。

次に、人口減少・少子化問題が課題の一つで

もある本県でありますが、それと同時に、不妊

治療に思い悩む方々の苦悩もあります。不妊治

療の費用については、2022年より保険適用とな

り、一歩大きく前進です。県でも今年度より新

たな支援事業が始まり、出生率日本一を目指す

宮崎県として、少しずつですが、寄り添った対

策ができていると思います。

しかし、それでも個人の負担は大きなもので

あります。そのような方々が安心して治療に臨

める環境づくりは必要なのではないでしょう

か。

今年度、新たに開始した不妊治療費支援事業

の取組について、福祉保健部長に伺います。

不妊治療費支○福祉保健部長（川北正文君）

援事業は、特定不妊治療を受けた方に対して、

保険適用後の自己負担額について上限９万円、

また、保険診療と組み合わせて実施された先進

医療に対して上限10万円を助成するものであ

り、県内各保健所において申請を受け付けてお

ります。

県では、テレビや新聞、ホームページ等によ

る事業ＰＲのための広報に加え、市町村担当者

や医療従事者などに対する事業の周知と利用促

進への協力依頼を行っているところです。

今後とも、市町村や医療機関などの関係機関

と連携し、不妊治療に取り組まれている方々へ

の経済的支援を行うなど、子供を安心して生み

育てることができる環境づくりを推進してまい

ります。

出生率日本一を目指す本県で○佐藤雅洋議員

す。個人の負担が少しでも軽減され、安心して

治療に専念できるよう、また子供を生み育てた

い人々の支えとなっていただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

次に、特別国民体育大会「燃ゆる感動かごし

ま国体」の結果については、27位と昨年より順

位を５つ上げ、大変すばらしい結果でありまし

た。選手をはじめ、監督、関係者の皆様の努力

のたまものであると敬意を表します。

少しでもよい結果をと取り組んでこられた県

では、今回の結果をどのように評価・総括して

いるのでしょうか。特別国民体育大会「燃ゆる

感動かごしま国体」の結果について、総合政策

部長に伺います。

今回のかご○総合政策部長（重黒木 清君）

しま国体につきましては、男女総合成績である

天皇杯順位は、昨年の栃木国体から順位を５つ

上げ、27位となり、目標としていた20位台を達
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成することができました。

今回の結果は、これまで計画的に進めてきた

競技力向上対策の取組により、一定の成果が得

られたものと認識しておりますが、何より、最

後まで粘り強く戦った選手をはじめ、監督など

関係者の皆様の御尽力、さらには、県民の皆様

の御声援のおかげだと考えております。

今後とも、宮崎国スポでの天皇杯獲得に向け

て、関係機関や競技団体との連携を深めなが

ら、全競技における競技力の底上げや、成年有

望選手の確保など、さらなる競技力向上に向け

た取組を進めてまいります。

特に少年種別の競技力向上に○佐藤雅洋議員

おいては、優秀な、そして経験豊かな指導者の

確保・育成が大変重要と私は考えます。天皇杯

獲得に向け、引き続きよろしくお願いいたしま

す。

次に、高千穂町五ヶ所の祖母山は、初代神武

天皇の祖母を祭った山です。そのお母さんはア

マテラスオオミカミ。そのアマテラスオオミカ

ミがお隠れになった天岩戸、神武天皇の孫が国

見をしたと言われる国見ヶ丘などは、天皇家ゆ

かりの場所であります。

そこで、国民スポーツ大会で御来県が期待さ

れます天皇皇后両陛下の御視察において、高千

穂や天岩戸などの皇室ゆかりの地を訪問してい

ただきたいと考えますが、知事の考えを伺いま

す。

国民スポーツ大会は地○知事（河野俊嗣君）

方行幸啓が行われる行事の一つでありまして、

これまで天皇皇后両陛下が大会の御臨場と併せ

て、地方事情を御視察されることが恒例となっ

ております。

本年10月に鹿児島県で開催された特別国民体

育大会では、総合開会式へ御臨席されたほか、

フェンシング競技や農産物の生産加工会社を御

視察になられたと伺っております。

また、昭和54年に本県で開催された国民体育

大会では、昭和天皇が西都原古墳群や宮崎神宮

等を御視察されております。

県としましては、天皇皇后両陛下が御来県い

ただける場合には、国民スポーツ大会に伴う行

幸啓の御日程等も踏まえながら、地方事情御視

察の候補地について、宮内庁に提案してまいり

たいと考えております。

このことは宮内庁が決めるこ○佐藤雅洋議員

とではありますが、想像するに、天皇陛下自ら

御希望は言われないと考えます。きっと皇室ゆ

かりの天孫降臨の地、高千穂、岩戸をお訪ねに

なりたいはずであります。陛下のためにも、

しっかりと提案していただくとともに、関係

者、国会議員への周知をしっかりしていただき

ますよう要望いたします。

最後の質問です。

子供の目は純粋です。大人が思う以上に核心

を見ています。ふとした拍子に学校に行けなく

なる子供たちは、その小さな体にたくさんのも

のをしょい込んでいます。強さやしなやかさも

必要なのかもしれませんが、その強さやしなや

かさを育てるのも学校等の役割かもしれませ

ん。

さらに、行きたくなる学校をつくるのも学校

の役割です。まずは登校させる、自分のクラス

に入りづらい児童生徒の学校内の居場所を確保

する、そういったことが不登校対策において必

要と考えますが、そういったときに、空いてい

る教室や廃校を利用すべきと考えます。

そこで、県内の小中学校の空き教室の利用状

況と学校での取組について、教育長に伺いま

す。
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県内公立小中学校○教育長（黒木淳一郎君）

の空き教室利用につきましては、少人数学習や

生徒会活動など、様々な利用が現在なされてい

るところであります。

そのような中、令和５年９月に県が市町村に

聞き取ったところによりますと、163校で不登校

児童生徒の支援に活用されております。

その支援としましては、教職員が交代で学習

支援を行ったり、１人１台端末を用いた学習や

教室からの授業を配信するなど、学習の場や居

場所づくりとなる取組を進めております。

県教育委員会といたしましては、今後も各学

校におきまして、不登校児童生徒一人一人の状

況に応じた取組が、より充実されるよう、支援

員の配置など、国の動向を注視しながら、必要

な支援に取り組んでまいります。

県内には、廃校後、十分な施○佐藤雅洋議員

設でありながら使われていない建物もあるので

はないでしょうか。それらを有効活用した子供

たちの居場所づくりも提案させていただきま

す。

大人が子供一人一人をしっかりと認めてあげ

ることこそ、今、必要なことなのではないで

しょうか。子供は国の宝です。宮崎県の大事な

宝です。全ての子供たちが笑顔で学校に行ける

よう心から願いまして、私の全ての質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○日高博之副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、二見康之議員。

〔登壇〕（拍手） いよいよ最○二見康之議員

後の質問になりました。６月のときも会派の中

では一番最後だったんですけれども、まだ今村

議員と松本議員が残っていたのを大変心強く

思ったのが、もう半年前かと思います。最後の

締めとして、先ほど山下会長から大変プレッ

シャーをいただきましたが、できる限りのこと

で、努めさせていただきたいと存じます。

さきの定例会のときに、みやざき骨髄バンク

の20周年に関連して、いろいろと質問をさせて

いただきました。担当課の方々は、本当に現状

を親身になって聞いていただきまして、できる

限りの対応を取っていただきましたことにつき

ましては、本当に心から感謝申し上げます。ボ

ランティアの方々も本当に心から喜んでおられ

て、もっとこれから頑張っていこうというよう

な気持ちで、新たに取り組んできているところ

です。

そして、先月11月19日に、みやざき骨髄バン

ク推進連絡会議の設立20周年記念イベントが開

催されました。日隈副知事のほうにもお越しい

ただきまして、御挨拶いただき、また、みやざ

き犬も３匹そろってステージイベント等に参加

していただいております。また、職員の方に

も、医療講演会等にも来ていただき、本当に皆

様方の御協力により大変すばらしいイベントに

なったかと思います。

ステージイベント、スタンプラリー、パネル

展 これは天使になった子供たちの笑顔あふ―

れる写真や描いた絵画、そういったものを展示

させていただいたパネル展でありました。

また、献血及びドナー登録会、これも日赤の

方とか多くのボランティアの方に御協力いただ

いております。
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医療講演会も、15周年のときにもお越しいた

だきました、骨髄移植の第一線で活躍されてい

る谷口先生をはじめ、宇都宮先生、また地元の

都城の前田先生や中野先生にも御出席いただい

ての医療講演会となりました。

運営につきましては、骨髄バンクのメンバー

がたくさん出席、参加して、会場の設営や運

営、撤収と、準備から最後の最後まで、みんな

で協力して務めました。

この風の強い中にも、外で受付や参加してく

れた方へのお土産品の準備などを、丸山議員や

重松議員が、大変寒い中、風が吹きすさぶ中

で、髪を乱しながら頑張っておられたと伺って

おりますし、また脇谷議員のほうは、医療講演

会におきましても司会進行を務めていただき、

会場の皆様との橋渡し役、またドクターの方々

のそれぞれのよさを引き出すようなすばらしい

司会をされたなというふうに感じたところでし

た。

私は、その講演会の会場の設営をする係で、

裏方の中の裏方みたいな仕事でしたけれども、

来られた方々が熱心に話を聞いているさま、そ

して喜んでおられる姿を見ると、頑張ってよ

かったなと思います。

また、会場では、私はお会いしなかったんで

すけれども、山内いっとく議員のほうもお越し

になられたと伺っております。

実行委員長のほうからは、「この会場は県議

だらけだ」と言われるぐらい、個々の議員の

方々の多くの助けがあってイベントができたわ

けなんですけれども、やはりボランティアの

方々が本当に心から助けられる命を助けるため

には、自分たちがこの第一線で頑張らなければ

いけない、多くの人たちに、骨髄バンク、ド

ナー登録の重要性を知っていただき、助けを求

めている人たちへの思いをつなぐのは自分たち

だという強い思いで頑張ってきた結果じゃない

かなとも思います。

また当日は、ダンスボーカルグループのＭＡ

ＤＫＩＤというグループがあるんですけれど

も、そこのボーカリスト、ＳＨＩＮさんも参加

いただきました。この方、まだ30歳になったか

ならないかだと思うんですけれども、骨髄バン

クについて特別な思いを持っていらっしゃると

いうことで、話を伺いましたら、10歳のときに

妹さんに骨髄を提供されたということでした。

残念ながら、その妹さんは２歳のときに天国に

行かれたということだったんですけれども、し

かし、その自分の体験を通して、１人でも多く

の方に、骨髄バンクの意義、重要性を知ってい

ただき、そしてその活動が助けられる命につな

がっていくんだと。

先ほど述べました谷口先生も、いまだに医療

の第一線で活躍されているわけなんですが、講

演会のほうで、若い先生から「いつまでされる

んですか」というような質問を受けて苦笑いし

ていましたけれども、やはり助けられる命がそ

こにあるから、自分ができることを一生懸命

やっているんだなという思いで、今でも最前線

で活躍されているんだなと感じたところです。

会場に来られた多くの方もその思いに共感し

ていただいて、献血のところでもたくさんの方

がドナー登録していただいたと伺っています

し、また後日、カリーノの献血センターにも多

くの方が来られて、ドナー登録をされたという

ふうにお話も伺っています。

今、登録者は、40代、50代が半数以上という

ことで、これからの白血病の治療に必要なド

ナー登録の活動をますます充実させていく必要

があるかと存じます。
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県政におきましても、様々な課題があります

が、それぞれ一人一人、思いは違うけれども、

成し遂げたいことというものは、この地域社会

において必要不可欠なものがたくさんあると思

います。

新型コロナウイルスとの３年間の闘いも、５

月に５類感染症へ移行して以来、今年は地域行

事や学校行事等も通常どおりに再開され、ま

た、まちなかのイベント等も活発に動いてきて

おります。経済のほうも動き出してきました

が、医療現場のほうでは、いまだにコロナ、イ

ンフルエンザなど、高度の感染症対策を強いら

れているのが現実でございます。医療と経済の

両立を図る取組は、いまだ必要とされておりま

す。

まず初めに、知事に伺いますが、これまでの

新型コロナに係る対応について、知事の所感を

伺います。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

県では、令和２年からの新型コロナ流行以

降、県民の命と健康、暮らしを守り抜くという

強い使命感の下、時々刻々と変化する感染状況

の中で、国や市町村、関係機関等と連携しなが

ら、その対策に懸命に取り組んでまいりまし

た。

感染拡大時には、九州唯一の医師少数県であ

ることなど、本県の実情を踏まえて、早期の感

染抑制を図るため、不要不急の外出自粛など、

早め早めの強い行動制限も行ったところであり

ます。

また、第７波以降は、オミクロン株の特性を

踏まえ、強い行動制限は行わず、社会経済活動

との両立を図りながら、医療提供体制の強化や

ワクチン接種の促進等により、医療の逼迫防止

に努めてまいりました。

改めて、医療機関や高齢者施設をはじめとす

る関係者の皆様の御尽力、そして県民の皆様の

感染防止対策への御理解、御協力に深く感謝を

申し上げます。

新型コロナは５月に５類感染症へと移行しま

したが、夏場にインフルエンザが流行するな

ど、改めて感染症対策の難しさも感じておると

ころであります。県では、引き続き、通常医療

との両立を図りながら、冬の感染拡大にも対応

可能な医療提供体制の確保に努めるとともに、

新たな感染症リスクに備えた取組を進めてまい

ります。以上であります。〔降壇〕

厚労省のほうは、この10月以○二見康之議員

降、新型コロナ医療支援策について、高額な抗

ウイルス薬は全額公費負担から所得に応じて一

定の自己負担を求める措置を来年３月まで取る

こととし、４月以降は診療・介護報酬の改定を

行い、通常の対応へ完全移行する方針のようで

す。

県もこれまで交付金を活用し、現場で感染拡

大防止に必要となる防護服などの消耗品等につ

いての支援を行ってきておりますが、来年４月

以降の対応はどのようになるのか、現場のほう

では大変危惧しておられます。

コロナ前と今では、感染症対策の在り方その

ものが変わり、現場負担も生じておりますが、

県はどのような措置を検討されているのか。来

年４月以降の新型コロナに係る対応について、

福祉保健部長に伺います。

新型コロナへ○福祉保健部長（川北正文君）

の対応は、５類感染症移行後も過去の感染流行

を念頭に、医療提供体制の確保に取り組んでま
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いりました。

新型コロナは今後も周期的に流行を繰り返す

ことが想定されますが、来年４月以降につい

て、国の方針では、確保病床によらない体制の

ほか、平時からの感染症対策を反映した診療報

酬体系の見直しにより、通常の医療提供体制へ

の完全移行を目指すこととされております。

診療報酬を含めた詳細につきましては、現

在、国の審議会等で議論されておりますが、県

といたしましては、制度変更に伴う混乱が生じ

ないよう、県民や医療機関などに対し丁寧な説

明に努めるとともに、円滑な移行に向け、関係

機関と連携して取り組んでまいります。

現場のほうと、よくよく情報○二見康之議員

交換をしていただきたいなと思います。

また、コロナに関して、県は実質無利子・無

担保のゼロゼロ融資に係る支援を行い、県内企

業の倒産防止にも取り組んでこられました。こ

れは午前中の佐藤議員のほうからも質問があり

ました。

さきの質問に関係して、これは新聞記事で読

んだんですけれども、広島県では、県が信用保

証協会と補償契約する融資において、返済でき

なくなった企業から回収できる権利を放棄す

る、そういうケースの条例制定に向けて動いて

いるとありました。これは、県が権利放棄する

場合、議会の議決が必要なため、議会判断を待

つ間に企業が倒産するおそれがあり、企業が再

生計画策定など一定の条件を満たしたときに放

棄を可能にし、迅速な経営再建を後押しする制

度だということです。

本県においては、同条例は既に制定されてい

ると伺っておりますが、県内企業の経営状況が

心配される現在、資金繰りが厳しい中小企業者

に対し、倒産を防止するためにどのような金融

支援に取り組んでいるのか、商工観光労働部長

に伺います。

現在、○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

県では、経営状況が悪化した事業者支援とし

て、金融機関に対し柔軟な金融支援を要請して

おり、コロナ関連融資を受けた事業者の約１割

において、返済猶予などの対応がなされており

ます。

こうした事業者の倒産を防止するためには、

経営改善に向けた取組が必要となることから、

県では、経営改善計画を策定する費用の一部を

補助しております。

また、事業再生が必要となった場合には、迅

速な債務整理が必要となるため、県では、平

成20年度に中小企業に係る損失補償に関する条

例を制定するなど、事業者の早期再生を図る取

組を支援しております。

今後も金融機関など関係支援機関と連携し、

倒産防止に向けた金融支援に取り組んでまいり

ます。

この条例が活用されたという○二見康之議員

事例はまだないというふうに担当課からも伺っ

たんですけれども、そこら辺の実情もしっかり

調査していく、確認しておく必要もあるかと思

いますので、今後の対応もよろしくお願いしま

す。

次に、災害対策について伺います。

総務省は、頻発かつ激甚化する自然災害に対

応するため、デジタル技術を活用して、防災・

減災並びに自治体職員の不足にも対応できるよ

う、防災のデジタル化を進めており、現在、災

害時に活動する公共機関が現場の画像や位置情

報などを共有できる専用の通信システムの運用

を来年４月から始めるために、本年度は自治体

などを含めた実証実験をしているとの報道があ
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りました。

このシステムは、公共安全ＬＴＥと呼ばれ、

アメリカや韓国では既に同様の仕組みが導入さ

れているそうです。スマートフォンのアプリを

通じて災害現場の画像を共有し、現場と災害本

部をつなぐオンライン会議を開くことも可能に

なり、自治体、自衛隊、消防、救急、警察など

とスムーズに情報の共有ができるようになると

のことですが、実際、本県の災害対応におい

て、現在とどう変わってくるのか、今後どのよ

うな活用が見込まれるのかを、危機管理統括監

に伺います。

公共安全Ｌ○危機管理統括監（横山直樹君）

ＴＥは、一つの事業者で通信障害が発生して

も、他の事業者の回線に接続が可能なシステム

で、民間企業が提供する通信サービスでござい

ます。

これにより、議員から御紹介のありました利

活用のほか、例えば災害時に通信が混雑した中

であっても、避難所における避難情報を災害対

策本部に報告したり、地図機能アプリを用い

て、現場と災害対策本部との間で、被害状況と

発生現場の位置情報を共有したりすることが可

能になるとのことであります。

現段階で国からの説明がないため、システム

やサービスの詳細は不明ですが、今後、国にお

ける実証実験の成果を確認するとともに、情報

の収集に努め、本県での活用の可能性について

検討してまいります。

今、本県の課題、またそう○二見康之議員

いったものをしっかり整理しておくことが重要

なのかなと思いますので、準備のほうをしっか

りよろしくお願いします。

次に、災害復旧に関連して伺います。

先述の通信システム同様、新型コロナによ

り、様々な分野で加速度的に導入が進めてこら

れましたデジタルトランスフォーメーションで

すが、災害査定においても、この導入による効

果が現れてきているようです。ドローンなどを

活用して、現地調査や資料作成などを簡素化す

ることで、職員や測量設計業者の負担を減らす

利点があるということです。

国が道路や河川などインフラの復旧費用を算

定する災害査定において、被災自治体は、その

査定の基となる資料を現地調査等を行い作成

し、復旧費を見積もらなければならないのです

が、鹿児島県では、６月、７月の豪雨災害で護

岸が崩落した現場において、上空からドロー

ン、地上から360度カメラを駆使し、被害の範囲

を撮影し、写真データを専用ソフトに取り込

み、翌日に現場一帯を立体的に再現した360度映

像や測量データを生成したそうです。

これまで作業員５～６人がかりで被害範囲の

計測を行い、現場写真等をＡ１判用紙に貼りつ

ける資料作成には２週間ほど要していた作業が

たった２日間ででき、その被災状況をまとめた

データは、そのまま国交省災害査定官への説明

資料として、タブレット端末で示しながら説明

することができたそうです。

人員、時間ともにかなり簡素化・簡略化でき

る取組ではないかとも思われますが、公共土木

施設の災害査定におけるデジタル技術の取組状

況について、県土整備部長に伺います。

災害査定にお○県土整備部長（原口耕治君）

けるデジタル技術の活用につきましては、被災

現場での作業の省力化や安全性の向上が図られ

る有効な取組であると考えております。

これまでに、県内ではドローンによる写真撮

影やレーザー測量による図面作成、申請資料の

デジタル化によるペーパーレス査定等を実施し
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ております。また、国が策定した手引では、ス

マートフォンを活用した測量やクラウドによる

データ処理、リモートによる査定等の事例も示

されており、活用を検討しているところであり

ます。

デジタル技術の活用は、生産性向上や業務の

効率化の効果も期待できますことから、今後、

機材の整備や人材育成を図るとともに、国や他

県の取組状況を参考にしながら、積極的に取り

組んでまいります。

今の課題に加えて、この災害○二見康之議員

査定は原則、災害発生後２か月以内にしなけれ

ばならないと。同時多発的に災害が発生した場

合は時間との勝負になるということなので、ス

ピード化の期待が大きいと思います。県内市町

村ともよく情報交換しながら、特に小規模自治

体との連携をしっかり図りながら取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、子育て支援について伺います。

知事は、子ども・若者プロジェクトにおい

て、日本一子供を生み育てやすい県づくりに挑

戦し、主な指標として、合計特殊出生率や第２

子以降の希望を後押しする施策等を強化する

と、今議会の質問でも答弁されておりました

が、具体的にどうアプローチを図っていかれる

のかがよく分かりません。しかしながら、これ

まで取り組んできている施策もあることですの

で、幾つか確認も含めて質問したいと思いま

す。

まず、男性の育児休業取得についてでありま

す。

総務省に戻られました当時の渡辺福祉保健部

長は、イクボスとして全国から大変注目され、

管理職であっても夫婦協力して子育てに関わ

り、共働き世代の家族像というものを示された

のかなと思います。

この育休取得に当たっては、知事をはじめ、

関係職員の方々の深い理解と協力があってのこ

とかと思います。知事部局において、育休取得

を実際どのように対応してこられたのか。利点

や課題、必要な対応など、その形を県民にも広

く進めていくことが重要だと思います。

女性に比べ、なかなか男性の育休の取得が進

まない現実がありますが、県は取得が進まない

理由をどう考え、取得促進にどう取り組んでい

くのか、福祉保健部長に伺います。

男性の家事や○福祉保健部長（川北正文君）

育児への参加は、第２子以降の出生に大きく影

響することから、男性育休の取得促進は、少子

化対策を進める上で重要な取組であります。

男性の育休取得は女性に比べ広がっておりま

せんが、その背景には、代替要員の確保が難し

いことや、取得者の収入が減ることなどがある

と考えております。

制度の実効性を高めるためには、企業の理解

や、仕事と育児を両立できる環境の充実が欠か

せないことから、県では、働きやすい職場「ひ

なたの極」認証制度の啓発のほか、企業経営者

を対象としたセミナーや、パパ向けワーク

ショップ等に取り組んでおります。

国においても支援制度の拡充が検討されてお

り、引き続き、国と連携を図りながら取組を加

速させてまいります。

鳥取県のほうでは、今、男性○二見康之議員

の育休取得を推進するために、事業者への奨励

金制度を新設するというふうに動いているそう

です。代替職員の人件費や取得者の同僚への応

援手当の支給に対して助成するような内容だそ

うです。

代替職員を確保する場合、１事業者につき144
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万円を上限に、１か月当たり12万円を助成、休

業中に取得者の業務を補助する同僚への応援手

当は、24万円を上限に、15日当たり４万円を助

成するということです。また、中小事業者向け

に社会保険労務士などを派遣し、育児休業を取

得しやすい環境整備を支援するというような内

容だということです。

今、県のほうで一生懸命、広報啓発活動をさ

れていると思うんですけれども、県内の事業所

の抱えている課題、これまでもいろんな話を県

のほうでも聞いていらっしゃると思いますが、

そこにしっかりアプローチするような取組とい

うものをぜひ期待したいなと思うところです。

育児休業を取得するに当たって、第２子以降

の場合、上の子が保育園とかに入っていると、

その退所を余儀なくされる育休退園と呼ばれる

ものがあります。特に、在園中の子が０歳から

２歳児のクラスを利用している場合が多いよう

ですが、2015年の国の子育て支援策では、育休

中も保育施設を継続利用できると定められまし

たけれども、最終的な判断は市町村に委ねられ

ております。

これまで保育士不足や待機児童問題などがよ

く取り上げられてきましたが、本県の状況はど

のようになっているのか。県内の状況につい

て、福祉保健部長に伺います。

保育所等を利○福祉保健部長（川北正文君）

用するには、保護者の就労や病気など、子ども

・子育て支援法に基づき、市町村が定める保育

を必要とする事由に該当することが必要です。

下の子が生まれ、保護者が育児休業を取得した

際に、既に保育所等を利用している上の子の継

続利用が認められない、いわゆる「育休退園」

となった事例は、令和４年度に県内４町村で16

件、令和５年度上半期に２町村で８件となって

おります。

子供を安心して生み育てることができる環境

づくりは大変重要でありますので、県といたし

ましては、制度の趣旨や地域の実情を踏まえ、

さらなる保育サービスの充実が図られるよう、

市町村との意見交換等を行ってまいります。

本県の第２子以降の出生数と○二見康之議員

いうのは多いので、それに比べたら少ないかも

しれませんが、その中身ですよね。実際どうい

う状況でこういうケースに至ったのか。聞け

ば、夫婦ともに育休を取得したとか、そういう

のもあるみたいですので、しっかりこういう不

安がないような県の保育関係の県政運営をお願

いしたいなと思うところです。

また、親は子供の健やかな成長を願っておる

ものですが、身体や精神、知的などの障がいや

自閉症、学習障がいなどを持って生まれてくる

子供もおります。特に幼児期には、障がい名が

特定されず、発達障がいの疑いがあるというよ

うな診断を受けることが多いようです。

また、それぞれの障がい特性が重なることも

しばしば見られ、児童発達支援センターなどの

施設では、保護者からの様々なニーズに対応で

きるよう、療育の強化、質の高いサービス提供

などに取り組んでおられますが、私もよく耳に

します、利用者の数が増えており、ニーズに対

応し切れていないという声です。

このように、障がい児支援施設が不足してい

るという声を聞くんですが、こうしたニーズに

県はどのように対応していくのか、福祉保健部

長に伺います。

近年、発達障○福祉保健部長（川北正文君）

がいへの認識の広がりなどから、児童発達支援

事業所などの障がい児支援施設のニーズが高

まってきており、地域によって不足が見られる
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状況にあります。

現在、令和６年度から３年間の各市町村の

サービス見込量などを踏まえ、本県の障がい福

祉サービスの提供体制等を定める第７期宮崎県

障がい福祉計画の策定を進めており、この中で

必要とされる障がい児支援サービスの数値目標

を設定することとしております。

今後、この計画に沿って、施設の充足率や国

の整備方針などを勘案し、必要に応じて環境整

備への支援の検討を行うとともに、事業所の開

設に必要な管理者等の養成など、人材の確保や

質の向上への取組を進めることにより、本県の

障がい児支援施設の不足解消に努めてまいりま

す。

日本一子供を生み育てやすい○二見康之議員

県づくりに挑戦されるという河野知事ですが、

これらの課題は、ほんの一部のことであります

が、子育て環境整備においては不可避の課題だ

というふうにも感じます。

子ども・若者プロジェクトについて、本県の

現状を踏まえた上で、具体的にどう取り組んで

いくのか、知事の考えを伺います。

少子化対策は、本県が○知事（河野俊嗣君）

持続的に発展していく上で、また我が国全体の

将来を考えた上でも、喫緊かつ最重要課題の一

つであると考えております。

このため、本県の恵まれた子育て環境のさら

なる充実により、将来的な人口減少の抑制を図

るべく、このプロジェクトでは、本県の現状を

分析した上で、従来の施策にとらわれることな

く、新たな、また大胆な発想で施策を検討する

よう指示したところであります。

現在進めております外部有識者による少子化

研究会の分析によりますと、結婚している若い

女性の割合と、夫婦の第２子以降の出生割合が

全国と比較して高い、その点が本県の強みであ

るとされております。

しかしながら、コロナ禍で婚姻数が大きく落

ち込むとともに、出生数についても、希望する

子供の数とは隔たりがあるのが現状でありまし

て、出生数の減少につながるものと危機感を抱

いております。

このため、出生数の回復に向けまして、出会

い・結婚の支援と、第２子以降を希望する家庭

の後押しを重要な柱と位置づけた上で、研究会

のさらなる分析も踏まえながら、施策の具体化

を図ってまいります。

私も会議の資料を少しネット○二見康之議員

に上がっているので見せてもらいましたけれど

も、確かに国によっては、出生数は変わらない

けれども、そのまま晩婚化・高齢出産化してい

る国もあれば、イタリアや日本のように、晩婚

化並びに出生数の減少というのを抱えている国

もあります。しかしながら、こういう現象とい

うのは、研究会の話を待たずとも、本県の用い

る情報の範疇かなと感じました。やっぱり子育

てをしている、今この宮崎に住んでいる人たち

の声にしっかり耳を傾けていただきたいなとい

うのが率直な感想です。

今までも、日本一とは言わなくても、しっか

りとした子育て県として取り組んできた宮崎で

ありますから、これらの施策をしっかり充実す

ること、そして足りなかったところにちゃんと

手を加えていくことですよね。さっきの鳥取県

の男性の育休についても、現場のほうで課題が

あるという声を聞いていたので、しっかりそれ

に対して真正面から答えを出してきているとい

うような姿勢が見られたんじゃないかなと思う

わけなんです。

研究会の答申が来るのは今度の２月でしょう
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か。それを待たずとも、今、本県にできること

はしっかり施策を打っていけるぐらいの力量は

皆様あると思いますので、自信を持って打ち出

してほしいなというふうに感じるところです。

では次に、公共交通対策について伺います。

「バスや鉄道をはじめとする地域の公共交通

は、通勤や通学、買い物といった県民の日常生

活や本県観光を支える重要な基盤ですが、人口

減少や自家用車の普及により、その維持が困難

になってきたことから、利便性の向上や利用促

進などに官民をあげて取り組んできました」と

いう言葉は、今現在、県のほうで作成中であり

ます宮崎県地域公共交通計画（案）の冒頭に書

かれている一文です。

今、コロナ禍を経て、一段と厳しい状況に置

かれている本県の交通機関でありますが、これ

をいかに今後デザインしていくかというのが急

務であるかと思います。県はこれまで様々な事

業に取り組んできておりますが、解決の見通し

はまだ先のように感じるところです。

さて、この夏、多くの議員のところで、大学

生のインターンシップを受け入れられたと思い

ます。私のところも宮崎大学の１年生３名を受

け入れ、２か月間、活動を共にしました。この

うち２人は、都城の自宅から大学まで、ＪＲや

バスを利用して通学しているという学生でした

ので、その利用実態についてもいろいろお話を

伺いましたが、本当に私なんかより、ずっと公

共交通の未来の姿というのをイメージできてい

ると感じたものですから、大変感心したところ

です。

また、この活動の中では政策コンテストが開

催され、インターン生３名は、「Ｍｏｂｉｌｉ

ｔｙ革命を起こそう」という題目で、駅の利用

状況に応じて、多機能型もしくは簡易型の自動

改札機の導入とか、全国共通のアプリを開発し

て、公共交通機関同士の連携システムを構築す

るとか、ただ、この目標が、30年後の日本が

「誰もが自由で快適に公共交通機関を利用でき

る国に！」となっていまして、30年後という

と、やっぱり若さがあるなと感じますよね。そ

の頃は私も70歳を超えていますから、もう

ちょっと早くできないものかなと感じるんです

けれども、若い人たちというのは、それぐらい

遠く先を見越したビジョンを持って現実を見て

いるんだなと感じたところです。

県では今、令和６年度から令和10年度を計画

期間とした宮崎県地域公共交通計画を作成中で

ありますが、まず、公共交通機関の利便性向上

に向けた取組について、総合政策部長に伺いま

す。

県ではこれ○総合政策部長（重黒木 清君）

まで、公共交通機関の利便性向上を図るため、

路線バスや鉄道への交通系ＩＣカードの導入の

ほか、複数の交通機関等の検索、予約、決済手

続を専用アプリで一括して行うＭａａＳの取組

等を支援してまいりました。

さらに本年度は、ＱＲコードやクレジット

カード決済について、路線バスへの導入に向け

た取組を支援するとともに、鉄道事業者に対し

ましても、これらに対応した環境整備を要望し

たところであります。

また、ＭａａＳにつきましては、来年度よ

り、九州各県等と連携し、様々な交通機関で利

用可能なデジタルチケットを統一のアプリで販

売する予定としており、これらの取組により、

公共交通機関のさらなる利便性向上を図ってま

いります。

これまで公共交通機関では、○二見康之議員

利用者の減少により運行本数が減便されるなど
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の対応が取られ、少ない本数であっても、鉄道

やバスなどの連結を図ることが重要かと思いま

す。公共交通機関の乗り継ぎの円滑化に対する

県の認識と取組について、総合政策部長に伺い

ます。

都市部に比○総合政策部長（重黒木 清君）

べ、交通基盤が脆弱な本県におきまして、公共

交通機関の利便性向上や運行の最適化を図るた

めには、デジタル技術の活用に加え、各交通機

関同士の乗り継ぎの円滑化が非常に重要である

と認識しております。

このため県では、現在、策定を進めておりま

す宮崎県地域公共交通計画におきまして、行政

と交通事業者が連携し、改めてバスと鉄道など

とのダイヤの調整に取り組むこととしておりま

す。

また、現在、駅と最寄りのバス停が離れてい

る箇所につきましては、駅のロータリーへバス

が乗り入れることなども併せて検討することと

しており、これらの取組を通じて乗り継ぎの円

滑化を図り、公共交通機関の利用促進につなげ

てまいります。

これは行政が入らなかった○二見康之議員

ら、独禁法が絡んだりとかするということで、

非常にデリケートかなと思うんですが、やはり

利用者の人たちの声を代弁するのが行政であっ

てほしいなと思うところです。

また、この間、視察で島根県のほうに行って

きましたけれども、あそこは出雲大社に行かれ

る方もいるので、日常利用される方が半分、観

光目的で使われる方が半分ぐらいいて、やっと

ペイできるかなというようなことも言われてい

ました。

宮崎も、観光旅行をつくるということとか、

観光列車とかもあるんですけれども、それも大

事だと思います。ただ、日常の普通の生活路線

をやっぱり観光でも使ってもらうというところ

も大事なんだろうなと。

この間、ＮＨＫの番組で六角精児さんの「呑

み鉄」という番組があって、御覧になられたか

どうか分かりませんけれども、大変勉強になり

ました。会津若松から奥会津のほうにずっと

入っていくんですけれども、あっちも減便とか

されて、４～５時間、空いたりするんですね。

私も一度歩いて、乙房の日向庄内駅に着い

て、疲れたから吉都線に乗って都城駅に行こう

と思ったら、来るのが２時間後だったんです

ね。そうしたら、吉松行きの電車がちょうど来

ました。悔しい思いをして歩いて帰ったんです

けれども、この六角さんは違いました。次の便

が４時間後ですと、どうするかといったら、次

に来る電車で一回元に戻るんですね。それから

その次の便に乗って、また奥のほうに入ってい

く。どうしても僕らの感覚は前に前にしか考え

ていないですけれども、鉄道に乗る人は、前に

行って戻ってくる、そしてまた前に行く。

ある程度いろんな観光のスポットをつくるこ

と、そして、それをいわゆる旅程、旅行行程の

中に組み込めるようなアイデアというのも持っ

ていかないといけないなと。吉都線の沿線につ

いては、いろんな神社とかもありますから、そ

こら辺の活用も含めて、今後の検討に期待した

いと思います。

次に、森林行政について伺います。

３つの日本一プロジェクトの一つのグリーン

成長プロジェクトですが、再造林率日本一に向

けた取組など多数の質問がありました。

先日、都城で、行政や森林組合、また地方議

員、関係企業の方々と、森林環境譲与税並びに

Ｊ－クレジットについての勉強会をさせていた
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だきました。担当職員の方には都城までお越し

いただき、本当に感謝しております。制度につ

いての理解が深まり、また、現場が抱えている

課題や疑問などについて、官民共通の認識を醸

成することができ、大変意義あるものになった

と思います。

今後とも、県と市町村、関係団体としっかり

連携して、本県の林業の活性化に取り組んでい

かれるものと思いますが、まずは、再造林の推

進につなげるため、県はどのように森林由来Ｊ

－クレジットの普及に取り組むのか、環境森林

部長に伺います。

Ｊ－クレジッ○環境森林部長（殿所大明君）

ト制度を活用して外部資金を調達し、造林費用

に充てることは、再造林を推進していく上で、

有効な手段の一つであると考えております。

国では、昨年８月の制度改正で、再造林活動

プロジェクトを新設したところですが、諸塚村

では、今年３月に全国で初めてこのプロジェク

トを登録し、販売収入を再造林に充てる見込み

であると聞いております。

県では、制度の普及を図るため、今年度か

ら、制度周知のための説明会や相談対応、登録

や認証に係る費用の支援を行うこととしており

ます。

また、今後は、需要者ニーズの把握や販売方

法の検討などにも取り組みながら、森林由来の

Ｊ－クレジット制度のさらなる普及を図ってま

いります。

この勉強会において、現場の○二見康之議員

方から、植林や下刈りの計画で手いっぱいだ

と。要するに、これ以上、植林する面積を増や

すことができない現状があるというような話も

ありました。

これらの制度を利用して、山林所有者の所得

を増やすことも大事ですが、同じく現場の担い

手の確保・充実を図る施策も必要だと思いま

す。

グリーン成長プロジェクトにおいて、再造林

を支える担い手確保のために、どのように取り

組んでいくのか、知事の考えを伺います。

本県は、先人のたゆま○知事（河野俊嗣君）

ぬ努力によりまして、豊富な資源が造成され、

全国屈指の林業県となっております。引き続

き、持続可能な林業を確立していくためには、

林業に情熱を持ち、確かな技術力を備えた人材

の確保・育成が重要であると考えております。

このため、ＳＮＳ等を活用した林業の魅力発

信や就業相談会の開催、植栽作業を行うイン

ターンシップの実施などに取り組むとともに、

みやざき林業大学校において、実践的な技術を

持った即戦力となる人材を育成しております。

先日、私も椎葉村で苗木の植付け作業を体験

しましたが、傾斜のある不安定な場所での作業

は非常に難しく、機械化が進み、さらにはド

ローンなど新たな技術の活用も進んでいるもの

の、やはりまだまだ現場は人の力で支えられて

いるということを改めて実感し、現場の負担軽

減などが重要であると改めて感じたところであ

ります。

グリーン成長プロジェクトでは、担い手確保

対策として、植栽、下刈りなどの省力化・軽労

化や作業員の待遇改善などにしっかりと取り組

んでまいります。

スポーツマンの知事が大変○二見康之議員

だったと言うのだから、よっぽど大変だと思い

ます。しっかり現場の方の思いに通じるような

施策に取り組んでいただけるようお願いしま

す。

次に、屋外型トレーニングセンターについて
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伺います。

県は国に対し、屋外系競技の中核拠点施設の

枠組みの創設並びに当該施設を指定すること、

また、その前段として、トライアスロンのナ

ショナルトレーニングセンター競技別強化拠点

施設としての位置づけを求めておられますが、

これまで国との協議も重ねてきていると思いま

す。具体的に何をすることを求められているの

でしょうか。

本県の屋外型トレーニングセンターのナショ

ナルトレーニングセンター中核拠点施設指定に

向けた取組状況について、商工観光労働部長に

伺います。

ナショ○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

ナルトレーニングセンターは、オリンピックに

向けた国の競技力向上の施設であり、屋内種目

は、東京都に複数の競技を集約した中核拠点施

設が整備されていますが、屋外種目は、全国各

地の関連施設を強化拠点として、国が競技別に

指定する仕組みとなっています。

本県の屋外型トレーニングセンターは、まさ

にラグビー、陸上をはじめ、様々な屋外競技の

トップアスリートに対応する施設であり、屋内

と同様、中核拠点施設として位置づける新たな

仕組みの検討を国に提案・要望しております。

一方で、国等との協議を踏まえ、その実現に

向けて、まずは、県トレセンでの合宿等の実績

を積み上げ、評価を高めていくことが大変重要

と考えております。

このため、既に周辺施設が指定を受けている

トライアスロンの強化拠点に含めるよう国に要

望しているほか、競技団体に幅広く利用される

よう積極的に取り組んでまいります。

実績を積むことが今求められ○二見康之議員

ているんだということだと思いますが、この施

設は多額の県費を投入して建設されたものであ

り、県は、この建設に当たっては、スポーツ拠

点としてだけでなく、プロキャンプ誘致などの

経済波及効果を全県下に広げるように取り組ん

でいくと、議会審議において説明されていまし

たが、現在、どのように取り組んでいるのか、

商工観光労働部長に伺います。

屋外型○商工観光労働部長（丸山裕太郎君）

トレーニングセンターについては、「スポーツ

ランドみやざき」のブランド力向上の拠点とし

て、トップアスリートの合宿受入れを積極的に

進めており、その認知度向上に努めておりま

す。

この認知度向上を通じた県内への合宿・大会

の増加による経済効果を高めていくため、市町

村と連携した誘致セミナーの県外での開催のほ

か、市町村施設の高質化に向けて整備・改修の

支援を図るなど、受入れ環境の充実にも取り組

んでいるところです。

また、Ｊリーグ練習試合の複数自治体での開

催等、広域的な大会開催を促進するなど、今後

とも、スポーツ観光プロジェクトを通じ、本セ

ンター整備による経済効果を全県下に波及させ

るよう取り組んでまいります。

市町村施設の高質化に向けて○二見康之議員

の支援をされているということですが、この中

身については、また後日、詳しく伺いたいと思

います。国体に向けて各市町村も頑張っている

ところですから、できるだけの支援をしていた

だくようお願いします。

また、まだ始まったばかりですから、あまり

せかすことはありませんけれども、この波及効

果がちゃんと見える形で、できているんだとい

うところを早く示していただきたいなとも感じ

るところです。
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では次に、教育行政について伺います。

４年後に迫ります宮崎国民スポーツ大会の開

催に向け、各種競技力向上の施設整備も着々と

進んでいることかと思います。

この国スポ開催において、知事は10年前の議

会答弁で、「国体の開催には、トップアスリー

トの育成はもちろんのこと、生涯スポーツの普

及と発展、県民一人一人の健康増進などのいい

効果がありまして、地域の絆づくりにも寄与す

るものである」、また「スポーツランドみやざ

きの取組のなお一層の推進に結びつくものと考

えている」とおっしゃっています。

先日、都城において、福岡第一高校男子バス

ケットボール部を招待しての試合が開催されま

した。これは、都城市が成年バスケットボール

の国スポ開催地でありまして、それに向けての

運営準備、そして確認を兼ねてのことだという

ふうに伺っています。

午前中は小中学生との合同練習、お昼の時間

に、今度、全国大会に出場する都城東ミニバス

ケットボールチーム 私も所属しておりまし―

た と県選抜チームとの試合、そして午後に―

は、福岡第一高校と延岡学園との試合が開催さ

れたそうです。

全国トップクラスのチームとの合同練習、こ

んな貴重な経験はなかなかできないことであ

り、私も見に行きましたけれども、背の高い高

校生たちと練習する小さな小学生、全然歯が立

たないはずなんですが、やっぱり指導者もうま

いですよね。高校生たちの指導、子供たちの動

かし方、さすが一流の監督なんだなと思いまし

た。練習の目的や方法など、選手のみならず、

監督、コーチも大変勉強になったと思います。

そして、このような機会、経験を通して、さら

なる競技力の向上、そして話題になって、競技

の普及にもつながるんじゃないかなと感じまし

た。

今現在、４年後の本県開催の国スポに向け、

各種競技力向上に取り組んでいるところであり

ます。さきに述べましたように、知事は、トッ

プアスリート育成だけじゃなくて、生涯スポー

ツの普及とか健康増進とかの意義を見据えてい

るということですが、本県スポーツの全体的な

底上げについての取組と今後のスポーツ環境の

維持向上をどう考え、取り組んでいるのか、教

育長に伺います。

４年後に開催予定○教育長（黒木淳一郎君）

の国民スポーツ大会につきましては、これまで

教育委員会といたしましても、知事の思いを

しっかり受け止め、各施策に取り組んでまいり

ました。

そのような中、本県スポーツの全体的な底上

げといたしましては、各団体のジュニア層等に

対して幅広い支援を行っておりまして、特に

ワールドアスリート発掘育成事業による成果が

現在の競技力向上につながってきております。

さらに、レスリングや自転車競技等に代表さ

れる、競技者の少ない、いわゆるひむかサンラ

イズ競技に支援を行うなど、競技人口の拡大に

も取り組んでおります。

４年後の大会開催に向けましても、各競技団

体が行っている一貫した指導体制の構築や、現

在、整備を進めております部活動支援施設等の

機能を生かし、大会終了後には、それぞれの競

技が各地域や自治体のシンボルスポーツとな

り、生涯スポーツの普及や県民の健康増進にも

つながるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

大変楽しみにしております。○二見康之議員

最後に、教員採用試験について伺います。
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先日、ある新聞記事に目が留まりました。

「教員受検 大学３年生も」という題目で、副

題が「１次 人材確保へ来年度から」という内

容です。山梨県教育委員会では、来年度実施の

採用試験の１次検査において、2025年度に卒業

見込みの大学３年生が新たに受けられるように

なるそうです。小・中・高・特別支援、養護・

栄養教諭の全ての校種について、１次の筆記検

査を受検できるとのこと。大学３年で合格した

場合は、翌年度に面接など２次検査を受けら

れ、３年時に不合格でも４年時に再挑戦できる

仕組みとし、人材確保につなげる狙いのようで

す。

このような教員の成り手不足は全国で深刻化

し、それは本県も同様の課題を抱えております

が、どのように取り組んでいるのでしょうか。

教員採用試験における大学新規学卒者の受検者

数と質を確保するために、どのような取組をし

ているのか、教育長に伺います。

これまで県教育委○教育長（黒木淳一郎君）

員会では、宮崎大学と連携した県教員希望枠の

設置や、教員としての実践力を身につける「ひ

なた教師塾」の開設、全国９会場に拡大した説

明会の実施など、新規学卒者の人材確保のた

め、様々な取組を重ねてまいりました。

また、令和３年度採用から、受験倍率の低い

小学校などの一部受験区分では、県内外の大学

が推薦する学生につきましては、１次試験を免

除する大学推薦制度を設けております。殊に、

この制度で合格した者は、採用後、高い水準で

教育活動を行っている状況が見られることか

ら、質の確保につながっているとも考えており

ます。また、県外大学に進学した本県出身者の

獲得にも効果があったと分析しております。

大学３年生の受験前倒しにつきましては、他

県の状況等を注視しながら、今後も県内外の大

学との連携を強化し、新規学卒者の受験者数と

質の確保に向けて、しっかり取り組んでまいり

ます。

どこも必死になって確保に取○二見康之議員

り組んでいる状況だと思いますし、これが全国

一律の制度じゃなくて、それぞれの独自のやり

方があるというふうに勉強になりました。宮崎

でのさらなる取組の充実を図っていただきます

ように、よろしくお願い申し上げます。

以上をもちまして、私の一般質問の全てを終

わります。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○濵砂 守議長

た。

次に、今回提案されました議○濵砂 守議長

案第１号から第45号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

議案第29号から第32号まで採決◎

ここで、収用委員会委員及び○濵砂 守議長

収用委員会予備委員の任命の同意についての議

案第29号から第32号までの各号議案について、

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第29号から第32号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。
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各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第28号まで及び◎

第33号から第45号まで委員会付託

次に、議案第１号から第28号○濵砂 守議長

まで及び第33号から第45号までの各号議案は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日６日から11日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、12日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時51分散会
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